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1　会社法による監査の義務付け

1844年法 1）は、「完全かつ公正な（full and fair）」貸借対照表を株主に提供し、

公衆の縦覧に供すること（35条、36条、42条）、及び、計算書類について監査
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人による監査を受けることを会社に要求したが（39条）、監査人の独立性や資

格についての規制は加えられなかった 2）。いったん、1856年法 3）では、監査を

義務付ける規定が削除されたが 4、5）、1900年法 6）では、再び、すべての会社の

会計記録は監査人によって監査されなければならないとされ 7）、監査人は、貸

借対照表が「真実かつ正確（true and correct）」8）であるかどうかについて意見

を表明することが求められるに至った（21条、23条）9）。もっとも、この段階

では、監査人の独立性や資格についての制約は定められていなかった 10）。
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1）  Joint Stock Companies Act 1844（7 & 8 Vict. c.110） 
2）  なお、1855年有限責任法（Limited Liability Act 1855（18 & 19 Vict. C.133））14条は、
有限責任が付与された登記証明書を有する会社においては、1844年法の規定に従って監査
人（複数選任された場合は、少なくともそのうちの1人）は商務審議会（Board of Trade）
の認可を受けなければならないとし、その者が不適当であるときは商務審議会は他の者を
監査人として選任しなければならないとしていた。

3）  Joint Stock Companies Act 1856（19 & 20 Vict. c.47）
4）  附属定款（Articles of association）が会社の内部関係を規律するという仕組みを採用し、
附属定款に別段の定めが設けられない場合には、Table B（その 74条から 84条が監査人に
ついての規定であり、監査人が職業的監査人であることは求められていなかった。なお、
81条は、少なくとも株主の（数及び持分で）5分の 1以上の要求があったときに、監査人
を選任する権限を商務審議会に与える規定であった）が会社と株主とを規律することとさ
れた（9条）。すなわち、会社は Table Bと異なる定めを設けることができることから、監
査人の選任は任意法規化された。なお、1862年法（25 & 26 Vict. c.89）でも、附属定款が
監査については規律することとされ、モデル附属定款としての性質を有する第 1附則の
Table Aの83条から94条が監査について規定していた。

5）  たとえば、Cottrellは、1856年以降のイングランドはヨーロッパ中で最も自由放任的な
（permissive）商事法を有していたと指摘し（Cottrell（1980）p.41）、Jonesと Aikenも、個
人の自由を拡大するように定められた 1855年から 1862年の法律によって、ビクトリア期
の会計関連法は無干渉主義／集産主義的（laissez‒faire/collectivist）の枠組みに適合するも
のとなることができたと評価している（Jones and Aiken（1995）p.71）。もっとも、
Seamanは、19世紀には、無干渉主義（laissez‒faire）が一般的に実践された時期はなかっ
たと評価し（Seaman（1972）p.170）、Brebnerも同様の見方を示している（Brebner（1948） 
p.60［This is not to argue that laissez faire was not a powerful myth］）。また、Walker（1996）
及びMaltby（1998）も参照。

6）  Companies Act 1900（63 & 64 Vict. c.48）



ところが、1948年法 11）は、免除私会社（exempt private companies）12）を除き、

職業的監査人 13）による監査を受けなければならないものとし（161条1項）、監
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7）  これは、Davey委員会報告書（Board of Trade（1895））が監査人の完全な報告書を添付
することを提案したこと（para.51. cf. para.53）をうけたものである。なお、Davey委員会
が行った意見照会に対して、証券取引所連合評議会やアバディーン証券取引所委員会など
が、監査は会社の附属定款に委ねるのではなく制定法に規定し、強制すべきであると回答
していた（Questions addressed to the Associated Stock Exchanges（Birmingham, Dublin, 

Edinburgh, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, and Sheffield）, and the Aberdeen, 

Bristol, and Newcastle‒on‒Tyne Stock Exchanges；and the Replies thereto, in：Board of 

Trade（1895）p.98）。
8）  なお、1856年法 Table Bの 84条は、「監査人は貸借対照表と計算書類（balance sheet 

and accounts）についての株主に対する報告書を作成しなければならず、すべて、その報
告書には、彼らの意見によれば、貸借対照表はこれらの規則によって求められる事項を含
み、完全かつ公正な（full and fair）貸借対照表であるかどうか、及び、会社の事業の状況
の真実かつ正確な概観（full and fair）を示すよう正しく（properly）作成されているかど
うかについて記載しなければならない」と規定していた。

9）  Hopkins（1984）
10） 法案段階で、職業会計士であることを監査人の被選資格としなかった点について、た
とえば、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会は批判を加えていた（Institute of 

Chartered Accountants in England and Wales（1896））。山浦は、取締役の活動の自由が妨
げられることを恐れたこと、私会社の反対があったことが、資格限定が実現しなかった原
因なのではないかとの推測を示している（山浦（1991）197頁）。なお、1906年会社法改正
委員会報告書の付録（Company Law Amendment Committee（1906））によると、たとえば、
Cleckheaton, Halifax, Wakefieldの商工会議所は、監査人（のうち少なくとも 1人）は（勅
許会計士協会の会員などの）公共会計士（public accountant）、職業会計士（professional 

accountant）、資格を有する会計士（qualified accountant）であるべきであるという意見を
寄せていた（p.51, 53）。そして、貴族院から回付された（貴族院における議論については、
Hansard, House of Lords, Debates, 2 May 1907, vol. 173, cc996‒1032参照）1907年 5月 16日
時点の会社法案（British Parliamentary Papers, vol. I, Bills Public, 12 February 1907‒28 

August 1907, p.14）21条は、授権資本金額が 50,000ポンド以上の会社では、監査人のうち
少なくとも 1人は、会計士としての事業を公に営んでいることを要求するものとしていた
（もっとも、最終的に、可決された会社法案にはこのような条項は含められなかった）。他方、
1918年会社法改正委員会報告書（Company Law Amendment Committee（1918））では、監
査人が職業上の資格を有しているべきか、どのような資格を有しているべきかについて、
同委員会はいかなる勧告をも行わないとした（para.58）。



査人は、計算書類が「真実かつ公正な概観（true and fair view）」を与えるもの

であるかどうかについて意見を表明しなければならないものとした（162条 1

項、第9附則3号⑵）。

さらに、1961年の会社法委員会報告書（Jenkins委員会報告書）14）において、

会社法では、公開会社（public companies）と私会社とで異なる取り扱いを定

めるべきではない（パラグラフ64から 67）、免除私会社とそれ以外の私会社と

の区別を廃止すべきである（パラグラフ 55から 63）と提案され、とりわけ、

監査役の被選資格制限の免除については区別を維持する十分な理由は認めがた

いとされたこと（パラグラフ424から426）を背景として、1967年会社法 15）は、

免除私会社という範疇を廃止し、すべての会社は、独立性を有する職業的監査

人による監査を受けなければならないものとした 16）。

その後、EC会社法第 4号指令を国内法化した 1981年法 17）は、前事業年度末

から「重要な会計上の取引」をしていない小会社（企業集団内のいずれかの会

社が公開会社などである場合を除く）を休眠会社（dormant company）と定義

し、休眠会社は、監査人を選任しないという株主総会の特別決議を経ることに

よって、法定監査を受けることを要しないとした（252条）。また、EC会社法
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11） Companies Act 1948（11 & 12 Geo.6 c.38）
12） 免除私会社については、たとえば、星川（1960）343‒382頁参照。
13） （a）1948年法 161条のために商務審議会により認可されている、連合王国において設
立された会計士団体の会員である者または（b）連合王国外で同種の資格を取得しもしく
は（a）の規定にいう商務審議会により認可されている会計士団体の会員によって雇用され、
その間に適当な知識と経験を得たと商務審議会により現に認められている者もしくは大ブ
リテンにおいて1947年 8月 6日以前に会計士として開業した者を除いては、監査人となる
ことができないとされた。そして、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会、スコット
ランド勅許会計士協会、アイルランド勅許会計士協会及び公認会計士協会が認可された会
計士団体であり、後に、1976年会社法13条1項に、これらの団体が認可会計士団体である
ことが規定された。

14） Board of Trade（1962）
15） Companies Act 1967（1967 c.81）
16） 2条により、1948年法161条1項ただし書きは効力を失うものとされた。
17） Companies Act 1981（1981 c.59）



第7号指令及び第 8号指令を国内法化した 1989年法 18）は、適切に監督され、十

分な能力を有する（properly supervised and appropriately competent）者のみ

が会社の監査人として選任されることができるとした（24条1項）。すなわち、

34条の規定の適用がある場合を除き（25条 3項）、認可された監督団体の会員

であり、かつ、その監督団体の規則の下で監査人として被選適格を有する者の

みが監査人として選任されうるとされた（25条1項）19）。

2　中小会社の監査と代替的手続きの模索

1967年法によりすべての会社に独立性を有する職業的監査人による監査を

義務付けられたため、連合王国においては、中小会社は監査に服すべきなのか、

服すべきであるとすれば、どのような監査の対象とされるべきなのかというこ

とについて、多くの議論が積み重ねられた。

⑴　『会社会計と開示』

まず、1971年の小規模会社調査委員会報告書（Bolton委員会報告書）20）は、

免除私会社という範疇の復活に対しては否定的であったものの（パラグラフ

17.38）、公開会社と中小企業との間に区別をつける方法を考えるべきであると

し、商務・産業省（Department of Trade and Industry）は、会社法の次の大

きな改正の際には、「スチュワードシップ（stewardship）」会社と「所有主

（proprietary）」会社とを区分すべきである 21）という、4つの主要な会計士団体

の提案である『1970年代の会社立法』における提言には利点があり、十分な

考慮を払うべきであるとした（パラグラフ17.39）。そして、監査を受ける義務

については言及しなかったものの、年間売上高 50万ポンド以下の私会社につ

いては取締役報酬の個別開示及び取締役会報告書における売上高の営業種類別

開示を免除することを提案した（パラグラフ17.18、17.40から 17.42）。
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18） Companies Act 1989（1989 c.40）
19） 詳細については、たとえば、山浦（1993）508‒521頁参照。
20） Bolton et al.（1971）



そして、1979年には、商務・産業省が、『会社会計と開示』22）というグリーン・

ペーパーを公表し、EC会社法第 4号指令が一定の会社については法定監査を

受ける義務を免除しているが、それを連合王国は国内法に取り入れるべきかど

うかについて、意見を募集した。

この意見募集文書では、EC会社法第 4号指令に沿って会社を Top tier, 

Middle tier 及び Bottom tierの 3つに区分し、売上高 130万ポンド以下、総資

産額 65万ポンド以下、平均被用者数 50人以下という 3つの規準のうち 2つ以

上をみたす小規模私会社 23）を Bottom tierに位置づけ（第 1章パラグラフ 1）、

そのような小規模私会社（所有主会社［proprietary company］）については会

計開示及び監査につき特例を設ける方針を示した｡ すなわち、監査に関して、

①法定監査の要求を廃止する（第 2章パラグラフ 11）、②小会社の法定監査を

これまで同様、継続する（第 2章パラグラフ14）、③監査に代えて独立レビュー

を要求する（第 2章パラグラフ 15）という 3つの選択肢の可能性があるという

理解を示した｡ もっとも、｢所有主会社の多くは、少数株主、社債権者その他

の重要な債権者から強く突き上げられて監査を受けることを継続すると考えら

れるから、所有主会社に対する法定監査要求の免除は、それ自体では問題の解

決とはならないといわれている｣（第2章パラグラフ14）と述べ、また、「レビュー

の範囲がどのようなものか、または、何らかのレビューを制定法で要求するの

にふさわしい場合があるのかは全く明らかではない。レビューを行うことがで
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21） ICAEW et al.（1969） para.19.この文書では、「「所有主」会社」とは、3連続会計年度末（設
立時からの方が短ければ、設立時からの期間）、一貫して、実質的に同一人によって経営
され、かつ、支配されていること、「所有主」会社でない他の会社の支配下にないこと、
持分の譲渡を制限していること、その持分を公募することを禁止していること、社員数を
25人以下に制限していること、1週間あたりの平均被用者数が250人以下であること、及び、
年間売上高が50万ポンド以下であることというすべての条件をみたす会社をいうとするこ
とを提案していた（パラグラフ 21）。なお、この文書では、「所有主」会社の監査を受ける
義務の免除の提案はなされていない。

22） Department of Trade（1979）
23） 公開会社の子会社または企業集団全体でみると Bottom tierの要件をみたさない場合の
当該企業集団に属する会社は小規模私会社とは取り扱わないとする（パラグラフ 1）。



きる者は監査を行う資格を有する者であろうから、レビューのみの場合の正確

な範囲が監査に比べて報酬の大幅な削減が期待できるかどうかを決することに

なると考えられる。」（第 2章パラグラフ 16）と指摘していたことからすれば、

このグリーン・ペーパーは①を選好していたと推測される 24）。

このグリーン・ペーパーに対して、英国産業連盟（Confederation of British 

Industry：CBI）は、上場会社と非上場会社とを区別することは適当ではない

と指摘し、また、会計士団体合同諮問委員会（Consultative Committee of 

Accountancy Bodies：CCAB）25）も、「所有者会社」はオーストラリアや南アフ

リカで用いられているようにすべての取締役が社員であり、すべての社員が取

締役であるような会社を意味するので、その表現を単なる小規模会社を表す表

現として用いることはミスリーディングであると主張した。また、CCABは、

かりに小会社の計算書類について監査を受ける義務を免除するのであれば、小

会社の閾値は低すぎるという見解を示し、CBIもインフレーションが継続して

いることに鑑み、より高い閾値を定めるのが適当であるとした 26）。「所有主会社」

について監査を受ける義務を免除するか、その代わりに「レビュー」を受ける

ことを要求するかについては意見が分かれた。事務弁護士会は、株主の有限責

任ゆえにリスクを負担する債権者の利益を保護するという観点から、監査を受

ける義務の免除については反対し、独立レビューに対しても、本当に費用を削

減しようとすれば、レビューがほとんど価値を有しないほどにレビューの範囲

を狭める必要があり、実行可能性が乏しいとした。もっとも、異なる監査基準

を適用することには一理あるかも知れないという立場をとっていた。

監査実務委員会も、『小会社：監査の必要があるのか』27）という討議資料を公

表し、小規模会社についての法定監査に対する賛否の議論を紹介し、この討議
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24） Page（1985）p.211

25） CCAB（1979）参照。
26） 他方、事務弁護士会（Law Society）や勅許秘書役・管理者協会（Institute of Chartered 

Secretaries and Administrators：ICSA）は、要件の緩和には反対の姿勢をとった（Walmsley

（1980）p.141）。



資料に対して寄せられたコメントを分析したところ、小会社の法定監査が必要

かどうかについての職業会計人の見解は分かれていることが明確になった。す

なわち、小会社にも監査強制を続けるべきかという問いかけに対する賛成・

反対はいずれも 89であり、同数であった。また、続けるべきであると回答し

た者に対する「限定付監査報告書を受け入れるか｣ という追加的質問に対する

回答は受け入れるとするものが 46、受け入れないとするものが 21、続けるべ

きではないと回答した者に対する「レビュー制度を導入すべきか」という追加

質問に対する回答は、導入すべきであるとするものが 55、導入すべきでない

とするものが 35であった 28）｡ なお、イングランド・ウェールズ勅許会計士協

会は、商務・産業省の上記グリーン・ペーパーに対して、｢有限責任が認めら

れるすべての会社の会計報告書の監査を要求している現行法を変更すべきでな

い｣ とし、また、レビューにより十分な費用削減が図れるという証拠はなく、

また、大衆の混乱をもたらすおそれがあるとして、監査の代案としてレビュー

を提案しない、監査を受ける義務を免除しなければならないのであれば、

Bottom tierの下半分について、株主の承認を条件として、端的に監査を受け

る義務を免除し、レビューを要求しないことが適切であるとの回答を提出し

た 29）。他方、公認会計士協会（ACA）は、小規模会社の所有者や取締役が有限

責任の対価が高いと考えるのであれば、有限責任を享受することなく事業を行

う選択肢を有しており、銀行、供給者その他の債権者、被用者、課税当局など

所有者以外の利害関係者の利益が尊重されるべきであるとして、監査免除に対

して反対の立場をとった 30）。

さらに、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会の後援で行われた、会

計及び監査を小会社につき簡素化することに関する Pageによる調査 31）は、適

切な安全策が講じられるという前提で、株主に対する情報提供が削減され、か
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27） Auditing Practices Committee（1979）
28） Auditing Practices Committee（1980）
29） ICAEW, News Release, 31 March 1980.

30） Investors chronicle & financial world（1979）



つ、計算書類が法令上の開示要求事項を最低限遵守するというのではなく、経

営における利用を念頭に置いて作成されるのであれば、小会社にとっての負担

軽減が実現すると結論付けた。

⑵　『小企業に対する会計上及び監査上の要求事項』

1985年 3月に、商務・産業省は、行政上及び法律上の要求事項の精査報告

書として『企業にとっての負担』32）を公表し、そこには、株主が経営する小会

社については、現行の計算書類の法定監査を廃止するべきであるという提案が

含まれていた（Section 4.4）。商務・産業省はこれをふまえて、同年 6月に、『小

企業に対する会計上及び監査上の要求事項』33）という意見募集文書を公表し、

そこでは、小会社に対する法定監査に対する賛成論及び反対論を示し（Section 

3.4から Section 3.6まで）、変更する場合の主要な選択肢を提示した。すなわち、

①（おそらく、独立した監査を受けないこととする決定は全員一致によらなけ

ればならないという要件の下で、かつ、毎年の株主総会での承認に基づいて）

社員がすべて取締役である小会社について監査を受ける義務を廃止すること、

②（これについても少数株主の権利を保護するための制約の下で）［現行のす

べての小会社というわけではないが］一定の規模未満のすべての小会社につい

て監査を受ける義務を廃止すること、③すべての小会社について監査を受ける

義務を廃止し、その会社特有の状況に照らして、計算書類の監査についての会

社の方針を決定することはその社員に委ねることという 3つの選択肢があると

し（Section 3.7）、かつ、いずれの場合についても、他の国、とりわけ、アメ

リカ合衆国における実務に倣って、監査とは異なる独立レビューを要求するこ

とが考えられるとした（Section 3.8）。この方策については、費用は削減でき

るであろうが、レビューを実施する者は提供する報告書について、監査人がそ

の監査報告書の内容について引き受けるのと同程度の責任を引き受けることが
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31） Page（1981）
32） Department of Trade and Industry（1985a）
33） Department of Trade and Industry（1985b）



期待されることになろうと指摘されていた。

この意見募集文書に対して、たとえば、イングランド・ウェールズ勅許会

計士協会の評議会は、小会社の計算書類も原則として監査の対象とし続けるべ

きであるが、議決権を有する株主のすべてが同意するのであれば、そのような

会社は、少数株主と公衆一般の保護策を講じつつ、監査を受けるか否かを決定

できるとすることが適切であるとの意見を表明した 34、35）。

商務・産業省は、1988年 3月に、小会社の監査の代替手段として考えられ

るものについて意見募集書 36）を公表し、①計算書類が会社法の要求事項をみた

している旨の取締役による陳述書（パラグラフ 7）、②計算書類が会社法の要

求事項をみたしている旨の適任者（competent person）による保証（パラグラ

フ 8）、③計算書類が経営者から提供された情報から正しく（properly）作成さ

れ、内容及び様式につき会社法の要求事項に従っている旨の適任者による陳述

書（パラグラフ 9）37）、④③に加え、会社が正しく会計記録を行っている旨の

追加的保証（パラグラフ 10）、及び、⑤計算書類の合法性（validity）について

の限定的保証（パラグラフ11）という 5つの可能性を指摘した。ここで、②は

当該報告書を作成する者が無資格者であっても独立性を有しない者であっても

よい点を別とすれば監査報告書であり、③及び④の陳述書は調製（compilation）

報告書 38）である。他方、⑤はレビュー 39）に相当するものである。

この提案に対して 40）、たとえば、イングランド・ウェールズ勅許会計士協
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34） ICAEW（1985）.アイルランド勅許会計士協会、スコットランド勅許会計士協会及び公
認会計士勅許協会の評議会も同様の意見を表明した。

35） 勅許会計士の間でも賛否両論があったことにつき、たとえば、Rutteman（1985）p.12

及びWhite（1985）p.13参照。
36） Department of Trade and Industry（1988）
37） このような業務は、個人商人やパートナーシップに対して会計士によって提供されて
いた。たとえば、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会の『個人商人及びパートナーシッ
プの計算書類についての報告書』（reproduced in：ICAEW, Members Handbook 1993, 

Statement 3.907）では、会員は、作成する計算書類が認められた会計原則（accepted 

accounting principles）に従っていることを確保しなければならないと定めていた。



会は、計算書類が会社法の規定をみたしている旨の取締役陳述書によって小会

社の監査に代えることを認めることに賛成したが 41）、その場合には、この取締

役陳述書が混乱をもたらし、保証水準について読者に誤解を与えるおそれが十

分にあると指摘した 42）。他方、スコットランド勅許会計士協会は、適正な

（proper）記帳についての追加的保証を伴う調製報告書に賛意を表した 43）。商務・

産業省は、1989年には、すべての小会社について監査を受けることを強制し

ないこととすることなどを内容とする EC指令案に関して、意見募集文書を公

表した 44）。これに対して、たとえば、イングランド・ウェールズ勅許会計士
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38） たとえば、Abdel‒khalikらは、調製とは、関与公認会計士が財務諸表について何らの保
証も表明することなく、経営者（所有者）の表明（representation）である情報を公認会計
士が財務諸表の形で示すことであると定義していた（Abdel‒khalik et al.（1983）p.113）。
1994年に、監査実務審議会が示した定義については後述参照。

39） Auditing Practices Committee（1979）では、レビューとは、その顧客が関連するすべ
ての情報を完全かつ公正に開示したという仮定に基づいて、会計士がその手続きによって、
提供された情報と説明に基づき、財務諸表が真実かつ公正な概観を与えているという確信
を（承認されたレビュー基準に従った業務を完了した後に）得る手続きと定義されていた
（para.43）。なお、レビューをもって小会社の監査に代えるという提案に関して、たとえば、
Flintは、そのような提案に内在する問題として論争の中で取り上げられた問題のいくつか
は、「レビュー」とは何か、及び、それが利用者にとってどのような便益や保証をもたら
すのかを計算書類の利用者に伝えることの難しさに関するものであったと指摘している。
もっとも、監査の意味の理解に関する前提が必ずしも十分な根拠に基づかないことがあり、
かつ、レビューが何であるかが不明確であるとしても、少なくともレビューは監査とは異
なるものとして識別されうると考えられているように思われるとしていた（Flint（1988） 
p.174）。

40） Certified Accountant（1988）, Accountancy（1998a）（1988b）参照。
41） このタイプの陳述書を取締役が作成することは取締役が計算書類について負っている
責任に留意するようになるという理由に基づく。

42） ICAEW（1988）. なお、⑤について、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会は、「業
務を実施するにあたって、報告専門職業人は読者の考えの中にあるかもしれない混同を考
慮に入れなければならなくなる。このため、その報告書が名目上は異なる形式をとってい
ても、彼は実質的には監査であることを実施し、そのため、他の形式の報告書から得られ
ると期待される費用削減が損なわれることになるかもしれない」と指摘していた（ICAEW

（1988） p.3）。



協会は、従来の見解を寄せた 45）。

⑶　1994年会社法改正

商務・産業省は、1992年に中小会社の負担を軽減する EC第 4号及び第 7号

指令に関する募集文書 46）を公表し、これに対して、イングランド・ウェール

ズ勅許会計士協会の評議会は、小会社にとって、より実務上助けになるのは計

算書類について監査を受けなければならないという要求事項を撤廃することで

あると考えるとし 47）、非常に小さい会社についての法定監査を廃止し、かつ、

それら以外の小会社についても調製報告書をもって監査に代えることを提案す

る意見募集文書 48）を公表し、すべての小会社に対する法定監査要求を緩和する

ことについては広く支持を集めた 49）。他方、ロンドン勅許会計士会は、非常に

小さい会社についての法定監査を廃止することに賛意を示したが、一定の「所

有者会社」については資格を有する会計士による独立レビューをもって監査に
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43） ICAS（1988）para.13. ①は監査報酬が不要になることにより、理論的には、小会社にとっ
て最も多くの費用を節減できるが（パラグラフ3）、この選択肢には深刻な問題があるとし
た。すなわち、作成される計算書類の質について必然的に大きな差が会社間で生じ、会社
登記所が計算書類の会社法適合性をチェックしなければならないことになるであろうと
し、また、会社の計算書類に付加される独立した見解が欠如することは、会社の経営に携
わっていない株主、課税当局、銀行及び債権者などの計算書類の利用者に不利益をもたら
すことに疑いはないと述べていた（パラグラフ 4）。また、③については、20‒25％程度の
費用削減にはなるものの、このタイプの報告書が受け入れられるかどうかは不確実である
こと、調製報告では、報告会計士は財務情報ならびに会社によって会計記録が正しくなさ
れているかどうか、または計算書類が真実かつ公正な概観を与えているかどうかについて
なんらの保証も与えないという問題があると指摘した。⑤については、この選択肢は現在
の監査の状況とほとんど変わりがなく、財務諸表の利用者に不利益をもたらさないという
見解を示した（パラグラフ8）。

44） Department of Trade and Industry（1989）
45） ICAEW（1989）
46） Department of Trade and Industry（1992）
47） ICAEW（1992a）
48） ICAEW（1992b）
49） ICAEW（1993a）



代えることを提案した 50）。

このような会計士団体や中小企業からのプレッシャーをうけて、商務・産

業省は、1993年4月に、非常に小さい会社（年売上高が付加価値税登録が求め

られる規準額（37,600ポンド）未満であり、かつ、総資産額が 10万ポンド未

満の会社）の監査負担を緩和することを提案し、監査を要求することの廃止及

び監査を調製報告をもって代えることという 2つの選択肢を提案する意見募集

文書を公表した 51、52）。

これに対して、たとえば、勅許公認会計士協会（ACCA）は、回答書（ACCA

（1993））を商務・産業省に対して提出した 53）。

すなわち、ACCAは、きわめて小規模な、所有者経営の会社では、事業につ

いての自らの受託責任についての監査から株主が得る便益はほとんどないかも

しれないが（パラグラフ 5.1も参照）、会社債務についての株主の責任は限定

されるのであって、有限責任という便益は必然的に外部者 54）に対する ｢説明責

任の方策｣ を伴うべきであり、そのような方策は法定監査の要求によって最も

よくみたされるという理解 55）を前提として、回答を行った（パラグラフ 1.2）。

そして、恣意性を有する規模テストに基づいて改正を行うのではなく、無限責
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50） London Society of Chartered Accountants（1992）
51） Department of Trade and Industry（1993）
52） また、同年 11月には、大蔵大臣が下院での予算特別演説において、年間売上高が

90,000ポンド未満の会社についての監査要求の廃止と年間売上高が90,000ポンドから
350,000ポンドまでの会社の監査を会社の計算書類がその会計記録を正確に反映している
かどうかについての独立会計士による報告をもって代えることを認めるとした。Hansard, 

House of Commons, Debates, 30 November 1993, vol. 233, cc936‒7＜https://api.parliament.

uk/historic‒hansard/commons/1993/nov/30/statutory‒audit＞
53） ACCAの立場については、O’Kane（1994）p.1なども参照。
54） パラグラフ5.2では、与信者、営業債権者、顧客、課税当局は信頼できる情報を必要と
していると指摘していた。

55） パラグラフ5.4では、会社に対する ｢財務上の規律｣ は監査プロセスそれ自体を通じて、
また、会社が評判のよい職業的会計事務所と関係を持つことによって促進されると考えて
いるとし、会社の失敗が有する潜在的影響は、多くの場合、1年に数百ポンドである監査
コストの削減をはるかに上回ると主張した。



任会社として再登録すること 56）、または、非法人化 57）により、有限責任を享

受しないことを覚悟する小会社に限って監査要求を緩和する方がよいと主張し

た（パラグラフ1.2）58）｡

常識と状況に応じた適切な手続きで行われる限り、小会社の監査は不当な負

担を小規模事業体にもたらさないのであって、小会社監査のコストが禁止的な

ほど高くなるのはコンプライアンス・プログラムが柔軟性をもたずに適用され、

それ自体が目的化してしまう場合のみであるとし（パラグラフ 1.3。パラグラ

フ 5.1も参照）、かりに、有限責任会社に対する法定監査の要求を緩和すると

しても、何らかの形の ｢専門家による監視 （professional oversight） ｣ は維持す

べきであると主張した（パラグラフ 4.1。パラグラフ 5.3も同趣旨）｡ これは、

とても小さい会社の株主兼取締役の会計に関する知見はしばしば限られたもの

であることに照らすと、専門家と接触することが会計記録の質によい影響を及

ぼす可能性が高いこと、及び、専門家による監視は、免除要件を遵守している

ことを監視し、売上高を過少に報告することにより監査を回避することを防ぐ

ための手段を提供することに着目したものであった。とても小さい会社に対し

て財務諸表を登記官に提出することを要求しても、何らかの形の独立性を有す

る監視または報告は要求しないものとしてしまうと、財務諸表の比較可能性は

失われ、また、会計基準が劣化することにつながる、監査規制に対応して実現

されている改善と首尾一貫性からの後退となるとして 59）、選択肢 A（会社の取

締役は真実かつ公正な概観を与える年度計算書類を作成する義務を負うもの
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56） パラグラフ8.3で詳論していた。
57） パラグラフ8.1及び8.2で詳論していた。
58） もっとも、｢監査なければ、［有限責任による］保護もなし｣ という原則が好ましいが、
かりに、かりに、規模テストによるというのであれば、商務・産業省の提案に賛成すると
していた（パラグラフ2.1）｡

59） ある会社は職業会計士の関与なしに計算書類を作成し、それを提出することを選ぶで
あろうし、他の会社も登録監査人団体の倫理基準に従うことを要せず、計算書類に自己の
名を表示することが求められないような無資格の会計士に低い価格で計算書類の作成と提
出を依頼するという誘惑に駆られることになりかねないとも指摘した（パラグラフ 4.2）｡



の、計算書類についての監査その他のレビューは要求されず、計算書類は株主

に送付され、取締役による免除規準をみたしている旨の陳述書とともに登記所

［Companies House］に提出することが求められるというもの）に、ACCAは

反対した（パラグラフ4.2）｡

また、ACCAは、調製報告書の作成によって法定監査に代えることのコスト

削減効果に疑問を呈した｡ 調製報告書を裏づけるために必要な証拠の性質と範

囲は、とりわけ資産の確認について、監査よりも少なくなることはほぼ確実で

あるが、意見募集文書（パラグラフ 9.4）も指摘しているように、職業人であ

る報告会計士はミスリーディングであると考えられる計算書類に自己の名を表

示することは望まないから、安心感が得られるような手続きを実施する可能性

が高く、しかも、調製報告書に責任を有する会計士は職業上の規制と監視に服

さなければならないところ、そのような報告書のための職業上の基準では実施

した業務と到達した結論を文書化することが求められる可能性が高い｡そして、

業務を完全に文書化することの要求から生ずるコストが不つりあいなほど多額

に上るという苦情は監査の過程におけるある要求事項から生ずるコストについ

てよりも頻繁に述べられることからすると、調製報告書への移行することに

よって達成されるコスト削減は、計算書類についての保証の喪失とつりあいの

とれるものではなくなる可能性があると指摘した（パラグラフ 4.3）｡ なお、意

見募集文書で調製報告書に取締役確認書を添付することが提案されたのに対

し、取締役の責任に関する記述を含めることに賛成する一方で、準拠性につい

ての明示的な陳述を取締役に要求するという選択肢に対しては、反対はしない

が、それによって、計算し書類の利用者に追加的な安心感を十分に与える（そ

して、取締役の潜在的責任を拡張する）とは考えられないという意見を述べ、

取締役が ｢真実かつ公正な概観｣ を与える計算書類を作成する責任を有するも

のであるという署名付の書面を計算書類とともに提出する場合には、これは取

締役がそのように行動している旨の積極的な陳述に等しいと考えるとした（パ

ラグラフ4.4）60）｡

そして、監査を免除する会社には調製報告書の作成を要求するという選択肢
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Bが採用される場合には、調製報告書につき責任を有する会計士は当該会社か

ら独立していること、また、一定の会計士団体の実務従事会計士に限定される

べきことという意見募集文書の提案に賛成したうえで（パラグラフ 6.1）、実務

従事資格を有する ACCAの会員はすべて登録監査人であるが、他の会計士団

体では、監査人になることができる会員の範囲を制限している場合があり、そ

の場合には、登録監査人ではない会員はその業務についてモニタリング及び規

制の対象となっていないことを指摘した（パラグラフ6.2）。その上で、ACCAは、

モニタリングと規制に服する個人または事務所によってのみ調製報告書は作成

されるべきであるとの意見を述べた（パラグラフ6.2）。

結局、商務・産業省から、1994年 4月に監査免除についての規則案の概要

が示され、同年 5月に規則案が公表され 61）、結局、1985年会社法（監査免除）

1994年規則 62）により 1985年会社法が改正され、同年8月 11日から適用される

ことになった 63）。総資産額が 140万ポンド以下かつ年間売上高（チャリティの

場合は年間総収入）が 9万ポンド以下の小会社（246条）は、資格を有し、独

立性を有する会計士による監査を受けることは要求されないとされた一方で

（改正後会社法249A条1項3項5項（a））、総資産額は140万ポンド以下であるが、

年間売上高9万ポンド超 35万ポンド以下の小会社（246条。チャリティの場合

は年間総収入が 9万ポンド以下以上 25万ポンド以下）は、監査を受けること

は要求されないが、資格を有し、独立性を有する会計士から会社単体の計算書
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60） なお、意見募集文書で提案された調製報告書の様式・文言に対して、ACCAは、さま
ざまな批判を加えた（パラグラフ4.5から4.9）。

61） これに対して、たとえば、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会は、規則案の規
定の明瞭性が十分ではないこと、報告会計士の選任・解任・辞任についての規定がないこ
と、求められる意見表明にあたってはさまざまなむずかしさがあることなどを指摘する一
方で、調製報告書に係る報告会計士は適切な能力を有していれば足り、独立性を有してい
ることを要件とする必要はなく、調製報告書の作成は任意とすることが適切であるとの意
見を述べた（Lawson（1994）参照）。

62） The Companies Act 1985（Audit Exemption）Regulations 1994（SI 1994 No.1935）
63） この規則が適用される場合の実務上の問題点については、たとえば、Regal（1994）も
参照。



類（company’s individual accounts）についての報告書を受けなければならない

こととされた（改正後会社法249A条2項4項5項（b）、249C条）64）。もっとも、

このような会社においても、1人またはそれ以上で発行済持分またはある発行

済種類持分の額面の 10％以上を有する社員（株主資本を有しない会社では社

員の 10％以上）は、会社に対して、当該年度の計算書類につき監査を受ける

ことを要求することができるものとされた（改正後 249条 2項）。そして、資

格を有し、独立性を有する会計士（報告会計士）となることができるのはイン

グランド・ウェールズ勅許会計士協会、スコットランド勅許会計士協会、ア

イルランド勅許会計士協会、公認会計士勅許協会または公認公会計士協会

（Association of Authorised Public Accountants）の会員であって、その団体の

規則の下で、実務に従事する資格を有し、かつ、報告会計士として選任される

につき不適格者ではない者または会社の監査人として選任される適格者である

ものに（一定の経過措置は講じられたものの）限定され（改正後会社法 249D

条 1項 3項）、また、独立性の欠如を理由として、会社の監査人としての欠格

事由を有する者は報告会計士としても欠格事由を有する者とされた（改正後会

社法 249D条4項）。報告会計士の報告書には、当該報告会計士の意見によれば、

当該事業年度に係る対象計算書類が会社法 221条の下で会社が行っている会計

記録と一致しているかどうか、それらの会計記録に含まれている情報との関係

においてのみ、かつ、その情報に基づいて、当該会社に適用される限りにおい

て会社法 226条 3項及び第 4附則、231条及び第 5附則パラグラフ 7から 9Aま

で及び13⑴⑶⑷ならびに232条及び第6附則の規定に整合した方法でそれらの
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64） ただし、公開会社、銀行、保険会社、他の会社の親会社または子会社である会社など
一定の類型の会社は、監査免除の対象外とされた（改正後会社法249B条 1項）。また、監
査免除が認められるためには、会社が会社法 221条に従って会計記録を行うことを確保し
ていること、及び、当該会計年度の末日の会社の財政状態及び当該会計年度の損益につい
ての真実かつ公正な概観を与える計算書類を会社法 226条の要求事項に従って、さもなけ
れば、当該会社に適用される限りにおいて、計算書類に関する会社法の要求事項を遵守し
て作成することについての責任を取締役は負っていることを認める旨などの取締役の陳述
を貸借対照表に含めなければならないものとされた（改正後249B条 4項 5項）。



計算書類が作成されているかどうかが記載されることとされていた（改正後会

社法249C条2項6項）。

他方、監査実務審議会は、同年 6月に、調製報告書の様式と実施者のための

ガイダンス案（以下、本節では、ガイダンス案）65）を公表した。ここでは、「調

製報告書」とは 1985年会社法 249A条に従って作成される報告書であって、作

成した報告会計士の意見によれば、

a）対象となる当該会計年度の会社の計算書類が 221条の下で会社がした会計

記録と一致しているかどうか、及び、

b）それらの会計記録に含まれている情報との関係でのみ、かつ、それに基づ

いて、それらの計算書類が、当該会社に適用される限りにおいて、249C条

4項に定められた会社法の規定（すなわち、会計上の要求事項）と整合する

方法で作成されたかどうか

を記載したものをいうと定義されていた 66）。

その後、寄せられた意見をふまえて 67）、監査基準審議会は、同年10月に報

告会計士基準書「監査免除報告書」を公表した 68）。この基準書では、報告会計

士は、報告書において提供すべき意見を表明するための合理的な基礎を得るた

めに必要な手続きを実施しなければならないとされ（パラグラフ 1）、報告会

計士が会計記録から計算書類を作成している場合であっても、この基準書のパ

ラグラフ 1から 17に従った手続きを実施すれば、報告書において提供すべき

意見を表明するために追加的な手続きを実施することを要しないとされてい

た 69）。報告会計士は実効的に業務を実施することができるように作業を計画し

なければならないとされ（パラグラフ 4）70）、報告会計士は、①計算書類が会
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65） Auditing Practices Board（1994a）．なお、Hurst（1994a）も参照。
66） Introduction, para.4

67） たとえば、Hurst（1994b）参照。
68） Auditing Practices Board（1994b）．ここでは、調製報告書という語は用いられず、単に
「報告書」という語が用いられた。

69） 前文、「報告会計士により実施された会計業務」



計記録と一致しているかどうか、②会計記録に含まれている情報との関係での

み、かつ、それに基づいて、それらの計算書類が 249C条 6項に定められた会

計上の要求事項と整合する方法で作成されたかどうか、及び、③当該会社が監

査免除適格を有しているかどうかについて意見を表明するための合理的な基礎

を得るために必要な手続きを実施しなければならない 71）とされた（パラグラフ

7から 9）72）。ここで、①との関係では、報告会計士は、計算書類のすべての残

高を残高試算表によって元帳と突き合わせなければならないとされ、元帳への

転記については試査ベースで原始記入簿と元帳とを突き合わせなければならな

いとされた。他方、適切に会計記帳がされているかどうか、したがって、会計

記録の記帳の正確性について原始証憑（送り状など）にさかのぼってチェック

する必要はなく、また、会計記録の算術的正確性についての手続きも不要であ

るとされていた（パラグラフ 7.1及び 7.2）。②との関係では、記帳されている

固定資産を例にとって、それが第 4附則に定められている様式中の適切な区分

（有形固定資産）に適切な科目で貸借対照表に含められているかどうか、第 4

附則で許容されている基礎に基づいて含められているか、第 4附則で要求され

ている減価償却引当金が計上されているかどうかを検討すれば足りるとされ

（パラグラフ8.2）、報告会計士には、会計記録への記入、計算書類に含まれる

資産の存在、所有権もしくは価値、または損益の網羅性及び注記を裏付ける証

拠を得るための手続きを実施することは求められない、報告会計士は、計算書

類の作成にあたっての取締役による見積りもしくは判断も計算書類が適用され

るべき会計基準に従っているかどうかを評価することもしないと指摘された

（パラグラフ 8.3）。③との関係では、報告書で足りるとされるための条件がみ
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70） ガイダンス案パラグラフ18も実質的に同じ要求事項であった。
71） ガイダンス案パラグラフ 40、43及び 51は実質的に同じ要求事項であったが、ガイダン
ス案では、1パラグラフ2が包括的な規定として設けられていた。

72） 調書には報告会計士の計画及び実施した手続きを適切に記録し、調書は作業がこれら
の基準に従って実施されたことを証拠づけ、かつ、導き出された結論を支えるものでなけ
ればならない（パラグラフ 5）。ガイダンス案パラグラフ 33は、やや詳細に要求事項を定
めており、実施した調査手続きの性質、時期及び範囲を記録することを求めていた。



たされていたようにみえるかどうかを判断するために会計記録を検査するこ

と、及び、当該年度のいずれの時点においても、監査免除が認められない範疇

に会社が含まれることになっていなかったかどうかを検討することが必要とさ

れる手続きであるとしていた（パラグラフ 9.1）。そして、計算書類が会計記録

と一致していると考えるときは、計算書類に表示された売上高及び総資産額に

基づいて、監査免除の対象であることについての意見を形成することが可能で

あるとする一方で（パラグラフ 9.2）、会社が、年度中のいずれかの時点で監査

免除不適格な範疇に含まれることになった可能性を示唆する情報が明らかにな

ることがありうるので、注意を払わなければならないとしていた（パラグラフ

9.3）。

また、作業の補助者への委託は、その作業が適確に、かつ、これらの基準に

従って実施されるという確信を得られるように指示され、監督され、レビュー

されなければならないと規定されていた（パラグラフ 6）73）。そして、報告会

計士は、その手続きの結果が会社法に定められた事項のそれぞれについて肯定

的意見を表明するための合理的な基礎を与えるものであるかどうかについて疑

義がある場合または計算書類がミスリーディングである可能性を示唆する情報

に気づいた場合には、その懸念を生じさせた事項について取締役と討議しなけ

ればならず（パラグラフ 10）74）、会社が監査免除の条件をみたさない、もしく

は免除適格会社の範疇に含まれないと結論付けた場合、または、これらの事項

のいずれかについて結論に達することができなかった場合には、報告会計士は、

不当に遅延することなく、その理由を取締役に書面で通知しなければならない

とされた（パラグラフ11）75）。

報告会計士は、その手続きの結果が会社法に定められた事項のそれぞれにつ

き肯定的意見を表明するための合理的な基礎を与えるものであると考えたとき
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73） ガイダンス案パラグラフ31も実質的に同じ要求事項であった。
74） ガイダンス案パラグラフ55も実質的に同じ要求事項であった。
75） ガイダンス案パラグラフ 82では、報告会計士は当該業務を辞して、不当な遅延なく、
その理由を書面で取締役に通知しなければならないとされていた。



は、そのような意見を含む報告書を発行しなければならない（パラグラフ

12）76）。その報告書には、当該報告書の名宛人としての会社の株主を特定した

標題、報告の対象である計算書類を特定した導入区分、計算書類の作成責任を

負うのは取締役である旨の記載、報告会計士の意見の基礎の説明、報告会計士

の意見、報告会計士の氏名と署名、報告書の日付を含めなければならない（パ

ラグラフ 13）77）。他方、報告会計士は、ある事項について、計算書類が会社法

221条の下で会社がすべき会計記録と一致していないまたは計算書類が会社法

249C条 6項に定められた会計上の要求事項に整合する方法で作成されていな

いと結論付けた場合には、意見区分の当該箇所に関する否定的意見を含む報告

書を発行しなければならない（パラグラフ 14）78）。報告会計士の手続きの範囲

の限定により、計算書類が会社法221条の下で会社がすべき会計記録と一致し

ているかどうかまたは計算書類が会社法249C条 6項に定められた会計上の要

求事項に整合する方法で作成されているかどうかにつき、合理的な基礎を得ら

れなかった場合には、報告会計士は意見区分の当該箇所に関する限定付意見を

含む報告書を発行しなければならない（パラグラフ15）79）。なお、報告会計士は、

計算書類がミスリーディングである可能性を示唆する情報に気づいたが、その

懸念をその調査の範囲内の手続きによって解消することができなかった場合に

は、報告の「意見の基礎」区分に説明的区分 80）を追加し、当該事項に言及しな

ければならず、言及した事項について意見を表明するものではない旨を明確に

記載しなければならない（パラグラフ16）81）。また、報告会計士は、計算書類
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76） ガイダンス案パラグラフ 59も実質的に同じ要求事項であったが、無限定意見
（unqualified opinion）を表明するとされていた。

77） ガイダンス案パラグラフ60も実質的に同じ要求事項であった。
78） ガイダンス案パラグラフ70は意見を限定しなければならないとしていた。
79） ガイダンス案パラグラフ74も実質的に同じ要求事項であった。
80） ガイダンス案段階で、たとえば、Wedderburn（1994）は、除外事項または補足区分が
ないことが計算書類に問題がない（all right）を示唆するものと受け取られる可能性がある
という点で、説明的区分を用いることは新たな期待ギャップを生じさせることになると批
判を加えていた。



がミスリーディングである可能性を示唆する情報に気づいたが、当該事項は報

告書における除外によって適切に処理することができないと結論付けた場合ま

たは取締役の誠実性につき深刻な疑義がある場合には、報告会計士は当該業務

を辞して、不当な遅延なく、その理由を書面で取締役に通知しなければならな

い（パラグラフ17）82）。

⑷　監査免除報告書の廃止

商務・産業省は、1997年 1月に、｢小会社監査免除｣ 83）という意見募集文書

によって意見を求めた上で、寄せられた意見 84）を踏まえて、1985年会社法（監

査免除）（改正）1997年規則 85）を定め、これによって、1985年会社法249A条、

249B条及び 249D条が改正された。すなわち、総資産額が 140万ポンド以下で

あるが、年間売上高 9万ポンド超 35万ポンド以下の会社についても、単純に

監査を免除し、要求されていた報告会計士による報告は要求しないこととされ

た。

⑸　法定監査免除の限界

以上のような改正は、小会社の負担軽減をねらったものであったが、監査を

受ける義務が免除されても、小会社を必ずしも念頭に置いていなかった会社法

の諸規定や会計基準を遵守して計算書類を作成する必要がある以上 86）、小会社
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81） ガイダンス案パラグラフ78も実質的に同じ要求事項であった。
82） ガイダンス案パラグラフ84も実質的に同じ要求事項であった。
83） Small Companies Audit Exemption：Consultation on proposed Amendments

84） Department of Trade and Industry, Small companies audit exemption : consultation on 

proposed amendments : analysis of results, 1997

85） The Companies Act 1985（Audit Exemption）（Amendment）Regulations 1997（SI 1997 

No.936）
86） Hogarth（1997）は、1989年法が認めた小会社についての適用除外を活用すると、真実
かつ公正な概観との関係で、除外事項が監査意見で付されるという問題があったと指摘し
ている。



にとっては財務諸表作成に直接的に関連するコンプライアンス・コストが削

減されず、ねらいは必ずしも十分に達成できなかったと評価されている 87）。

3　小会社の監査の基準

⑴　U18『小会社の監査問題』

イングランド・ウェールズ勅許会計士協会は、1972年11月に監査基準U18 『小

会社の監査問題』88）を公表した。被監査会社の規模にかかわらず、監査の特徴

は本質的には同じであり、小会社の監査にも Uシリーズの監査基準がすべて

適用されるという前提を確認したうえで（パラグラフ 1）、Uシリーズが定め

る原則や手続きを適用することに困難さをもたらす小会社の特質を背景とする

小会社監査の問題点を指摘していた。すなわち、多くの小会社においては、1

人の人間によって会計及び財務管理の職責が実質的に支配されていること、被

用者の数が少ないことから必然的に監査の視点からは内部統制上の実効性に制

約があることという特質の一方または両方がみられるとしていた（パラグラフ

2）。しかも、小会社における内部統制は経営上用いるという観点からは実効性

を有していても、経営自体をチェックするという観点からは欠陥を有すること

が少ないと指摘していた（パラグラフ 3）。このように監査の観点からは内部

統制の実効性に限界があるため、監査人としては監査手続きの拡大を検討する

必要があり、試査の対象とする取引を増やし、立会や直接確認というような資

産・負債の実証手続の強化が必要となるとしていた（パラグラフ 4）。とはいえ、

小会社の監査においては、大会社の監査におけるよりも経営者の陳述書に多く

の比重を置くことが必要となるとし、この場合には、監査人は記録の調査、入

手した証拠及び会社に影響を与える状況について有する知識が、経営者の陳述

書と一致し、裏付けるものであるかどうか、及び、記録の信頼性を評価するた

めに十分な証拠を与えるものであるかどうかを検討しなければならないとした
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87） cf. Powling et al.（2002）para.2.28

88） reproduced in：Accountancy, vol. 83, No.952（December）：132 and 134



（パラグラフ 5）。そして、監査人が入手した証拠が経営者陳述書と整合してお

り、かつ、それを十分に裏付けていると考えるときは無限定意見を（パラグラ

フ 8）、経営者の陳述を裏付ける、入手できると合理的に期待できるような他

の証拠を得られなかったとき、または入手した証拠と経営者陳述書とが整合的

であるようには考えられず、かつ、満足できるような説明を受けられなかった

ときは除外事項を付した意見を表明（監査人が確信を得ることができなかった

当該事項が計算書類全体の真実性と公正性に根本的な影響を与えるものである

ときは意見不表明）すべきであるとしていた（パラグラフ9から11）89）。なお、

入手した証拠によれば、計算書類が真実かつ公正な概観を示していないと考え

るときは、その事項次第で、除外事項を付した意見または不適正意見を表明す

べきであるとしていた（パラグラフ12）。

そして、商務・産業省『会社会計と開示』（1979年）では、「もし大会社と

所有主会社の両方の監査に適切な一組の監査基準を策定することが不可能であ

ることが明らかになったら、法律において会社の 3層区分を採用したことが、

小会社の環境に適する異なったアプローチや方法を提示する監査基準を開発す

る基礎として用いられるかもしれない｣ と指摘されていた（第 2章パラグラフ

14）90）。

⑵　『監査報告書及び監査ガイドライン』

1980年 4月に、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会、スコットラン
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89） Rutteman and Brown（1977）は、このように経営者の陳述に依拠することを認めるこ
とに対して批判的であった（p.136）。

90） たとえば、Rutteman and Brown（1977）では、（大規模会社の監査を前提とした）監査
基準を小規模会社に適用することを再考する必要が明らかにあると指摘され、小規模会社
に対する監査免除が会社法改正によってなされるまでの間は、監査基準を小規模会社にど
のように適用すべきかについての提言がなされていた。また、White（1985）p.13も、大
規模会社の監査に係る基準と小規模会社のそれとでは異なってよい（後者については真実
かつ公正な概観を示しているかどうかについての意見表明に拘泥する必要はない）という
見解をとっていたと理解できる。



ド勅許会計士協会、アイルランド勅許会計士協会及び公認会計士協会（以下、

本節においては、まとめて協会という）の理事会によって承認され、公表され

た監査実務委員会 91）『監査報告書及び監査ガイドライン』92、93） の前文では、「『監

査基準』は会員が監査を実施するにあたり従うことが望ましい基本的原則及び

実務を規定したものである｡ 本文に別段の規定がある場合を除き、監査を実施

する場合には『監査基準』が常に適用される｡」（パラグラフ 3）94）と規定され

た 95）。そして、「監査人としての責任を負う」協会の会員には、「『監査基準』

を遵守することが期待される」とされ、会員による明白な『監査基準』違反は、

協会の「理事会によって設けられた適切な委員会による調査の対象となること

があり、かつ、懲戒処分の対象となることがある」と規定されていた（パラグ

ラフ 11）96、97）。

⑶　実務ノート第13号『小規模事業体の監査』

1）　監査ガイドライン『小規模事業体の監査』（公開草案）

イングランド・ウェールズ勅許会計士協会は、1990年に、小会社の監査を

実効的かつ効率的に実施するための手法を提案するものとして、『小規模事業

体の監査』98）を公表した。また、監査実務委員会は、1991年に、監査ガイドラ

イン『小規模事業体の監査』（公開草案）（Auditing Practices Committee（1991））
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91） Sikkaらは、監査実務委員会は大規模会計事務所の隠れ蓑であり（Mitchell and Sikka

（1993））、監査実務委員会による監査基準の設定は中小監査人が排除される中で進められ
たと評価している（Sikka et al.（1989）p.51）。

92） Auditing Standards and Guidelines, reproduced in：Accountancy, vol.91, No.1041（May 

1980）：100‒125

93） 草案では、この『監査基準』及び監査ガイドラインは、明示的に存続し、再分類され
るものを除き、会計士団体によってすでに公表されている監査に関する意見書に代わるも
のであると位置付けられていたが（前文パラグラフ 7）、確定した『監査基準及びガイドラ
イン』の前文では、協会のそれぞれの理事会によって承認された監査に関するすでに公表
されている意見書は、それぞれの協会の会員にとって、『監査基準』と同様の地位を有す
るものと解されるべきである、それらは、撤回されるまでは効力を有すると規定された（パ
ラグラフ6）。



を公表した。

そこでは、他のすべての監査にと同様、｢監査基準｣ は、小規模事業体の監

査に適用されるものである（パラグラフ 1）という前提が示され、前文では、

この監査ガイドラインは、「監査基準」を小規模事業体に対し適用するにあたっ

て考慮に入れるべき特別の要因についてのガイダンスを与えるものであり、「監

査人の実施基準｣ 及びそれに関連する ｢監査ガイドライン｣ を補足し、かつ、

それらと関連して読まれるべきものであるとされていた｡ また、｢監査基準　

監査報告書｣ 中の原則は、財務諸表について意見を表明すべき場合に適用され

るものであると述べられていた｡

典型的には、小規模事業体には、（a）事業体は ｢所有者により経営されてい

る（owner-managed）｣ こと 99）、すなわち、所有者がその事業体で働き、日常

の取引に関与すること、（b）かりに存在するとしても、事業体に及ぶ公式な

統制は限られていること、及び、（c）監査人は監査のほか相当量の会計業務実
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94） 草案では「すなわち、この『監査基準』は企業の規模に関係なく、あらゆる企業の財
務諸表について独立監査が行なわれ、かつ、その監査が財務諸表が真実かつ公正な概観を
与えているかどうかにつき意見を表明する目的で行なわれる場合には常に適用される」と
していたが（前文パラグラフ 2）、確定した『監査基準及びガイドライン』の前文にはこれ
に相当する文言は含められなかった。

95） 他方、『監査ガイドライン』は、『監査基準』を適用する場合の手続き、企業の財務諸
表上の特定の科目に対する『監査基準』の適用、監査において用いられている技法、及び、
特定の商業上もしくは法律上の状況に関連するまたは特定の業種に関する監査上の問題に
ついてガイダンスを与えるものであるが、基本的な原則及び実務を記述するものではない
と位置づけられていた（前文パラグラフ 5）。もっとも、前文パラグラフ 7は、「裁判所は
監査人の監査業務の適否を検討する際に、よい実務を示すものとして、意見書または刊行
物を考慮に入れることがある旨を会員は知るべきである。『監査基準』及び『監査ガイド
ライン』はそのようなものとみなされる可能性が高い」としていた。なお、草案では、『監
査ガイドライン』は『監査基準』が適用される場合の監査手続の指示であり、また、企業
の財務諸表に示された特定項目に『監査基準』を適用する場合の指示であり、監査にあたっ
て現在使用されている技法を記述したものであると位置づけられ（前文パラグラフ5）、監
査ガイドラインは決定的なものでもなければ、監査基準の一部を構成するものでもないと
されていた（前文パラグラフ6）。



施に従事すること 100）という 3つの特質のうち、2つまたはすべてがあてはまる

と指摘され（パラグラフ 3）101）、それをふまえて、この監査ガイドラインは小

規模事業体の監査についてのガイドラインを示していた。そして、所有者が事

業体の日常の経営に密接に関与していること、及び、統制が欠けていることに

より、記録された取引の網羅性（completeness）についての証拠に関して監査

人は特に疑問を抱くことがありうること（パラグラフ 4）に着目していた｡

そこで、監査人は、監査計画にあたり、所有者の事業体経営への関与を考慮
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96） 監査実務審議会が、1993年 5月に公表した『監査実務審議会意見書の範囲と権威』
（Auditing Practices Board（1993b））においても、監査実務審議会は監査基準書、実務ノー
ト（Practice note）及び報告書（Bulletin）を公表するが（パラグラフ3）、いかなる財務諸
表監査の実施にあたっても、別段の規定が監査基準書に定められていない限り、監査人は
監査基準書を遵守することが求められるとされた（パラグラフ 4）。そして、監査基準書に
含まれる監査基準に対する監査人による明白な違反は、会計士団体合同諮問委員会を構成
する会計士団体それぞれの権限に基づいて設けられた適切な委員会による調査の対象とな
り、かつ、懲戒処分または規制上の処分の対象となることがあると規定された（パラグラ
フ 9）。そして、1989年法の下では、認可監督団体（RSB）は会社監査の業務に適用される
専門的基準に関して、また、これらの基準が実務においてどのように適用されるかに関し
て規則と実務を規定することが求められたが、この要求事項をみたすため、それぞれの認
可監督団体は、監査基準書を採用することとし、かつ、監査基準書に含まれる監査基準の
遵守を実効的にモニターし、エンフォースするための仕組みを有することが求められると
の認識を示した（パラグラフ 10）。グレートブリテンにおいて会社の監査その他の監査の
実施にあたって監査基準に従わない監査人は、その者が登録している認可監督団体による、
登録の取消し（会社監査人としての適格性を失うこと）を含む規制上の処分の対象となる
と、アイルランド共和国においても企業・雇用大臣は会計士の団体または個人の監査人の
認可または承認を撤回しまたは停止することができると整理された（パラグラフ 11及び
12）。以上に加えて、監査実務審議会のすべての意見書及び、とりわけ、監査基準は、裁
判所その他の紛争の場面において、監査人の業務が適切に行われたかが検討される際には、
考慮に入れられる可能性が高いとも指摘された（パラグラフ13）。

97） U18にとって代わった、監査基準『監査報告書における除外事項』は、小規模事業体の
監査で用いることができる条件付意見について文例6を示していたが、これについての詳
細は、たとえば、弥永真生「中小会社の計算書類の信頼性の確保─連合王国における
Example 6─」會計 195巻 5号（2019）445頁以下及びそこに掲げた文献参照。文例 6との
関係では、中小監査人に対して配慮がなされたと評価できる（Chandler（1997）p. 419）。

98） Chidgey and Hayward（1990）



に入れて、これが監査においてどのような意味あいを持っているかを決定しな

ければならない（パラグラフ7）｡

（a）との関連では、所有者の態度ならびに所有者のその事業体への関与の範

囲及び性質は、計算書類における重要な虚偽表示リスクを増加させることも、

減少させることもある 102）｡ この点についての監査人の判断が試査の性質及び

範囲に影響を与えることとなる（パラグラフ 8）。監査手続を計画し、実施し、
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99） ｢所有者により経営される｣ 事業体とは、1人または数人により所有され、それらの者
が事業体の経営に携わっているというものである｡ ときには、小規模事業体も「不在」所
有者のために他の者によって経営されることもあり、このような場合には、事業体の経営
には所有者の存在はないが、公式な統制が限られていること、及び、監査人が相当量の会
計業務を引き受けていることという特質はあてはまることがあると指摘されていた（パラ
グラフ 5）｡ そして、監査人が監査業務を計画する際に特に考慮に入れるべき点は、たとえ
ば、所有者が取引の起案、処理及び／または記録に日常的に関与していること、個人が事
業体のシステムや運用のすべてを完全に統制していること、統制または政策決定の委任を
受ける経営者またはスタッフが存在しないことというような所有者経営の事業体の特徴か
らもたらされるとされていた（パラグラフ6）｡

100） 小規模事業体の特性から、相当量の会計業務を監査人が実施することがありうるとさ
れ、そのような会計業務には、たとえば、送り状、小切手帳及び銀行取引明細書等の証拠
書類に基づく日記帳、現金出納帳及び元帳の記入、現金出納帳、売上・仕入その他の書類
からの試算表の作成、試算表への年度末修正記入、監査対象財務諸表を作成するために必
要な仕訳記入の突合せが含まれる（パラグラフ19）｡

101） もっとも、これらの特質は大規模事業体においてもときにはみられるが、それらはこ
れらの特質の 2つまたはすべてがしばしばあてはまる小規模事業体において特に考慮に入
れなければならないことを提起するものであるとされていた。

102） （a）所有者は事業体の資産全般に対して有効な統制を及ぼすことがあり、また、資産
が保全されることにつき通常以上の関心を持っていると期待できることがしばしばありう
る｡ この場合には、他の人によって引き起こされる不正（irregularity）による資産の虚偽
表示リスクが減少するとの結論に監査人は達することがある。（b）所有者が事業体に密接
に関与していることは、状況によっては、誤謬に起因する財務諸表の虚偽表示リスクを減
少させることに寄与する｡（c）他方、所有者の個人財産または個人取引と事業体財産また
は会社取引とを区別することを所有者はほとんど考えないことがあり得、このことが関連
領域における虚偽表示リスクを増大させるかもしれない｡（d）所有者は、事業体の報告利
益を過少または過大に表示するよう動機づけられることがある｡ そして、事業体への関与
が、このようなことを比較的実行しやすくすることがありうる（パラグラフ 9）｡



その結果を評価する際に、監査人は所有者が不誠実であるとも、疑う余地がな

く誠実であるとも仮定してはならない｡ 財務諸表に重要な虚偽表示がないかど

うかを決定するために監査証拠は客観的に評価されるべきであることを、監査

人は認識すべきである（パラグラフ10）｡

所有者の事業体への関与及び経営者の態度が計算書類に重要な虚偽表示が存

在するリスクに与える影響を評価するにあたって、監査人は、以前の監査から

得られた所有者や事業体についての知識も考慮に入れなければならない（パラ

グラフ 11）｡ すべての監査におけると同様、監査人は報告利益を虚偽表示する

よう所有者を動機づけるものを考慮に入れなければならない｡ 取引への所有者

の日常的関与、所有者による事業体システム及び運用の完全な統制ならびに経

営者等に対する統制 ･政策決定の権限委譲がなされていないことという所有者

経営の事業体の特質は虚偽表示リスクを増大させるが、監査人はこのことによ

りリスクが増大することを認識することと、所有者が不誠実であると仮定する

こととを区別しなければならない（パラグラフ12）｡

（b）との関連では、一般に、小規模事業体の会計組織は単純であり、かつ、

会計機能に従事する従業員はほとんどいないこと及び事業体の運営の方法ゆえ

に、大会社に比べると、監査人が依拠することができる内部統制が設けられて

いる可能性は低いと指摘した（パラグラフ 13）｡ しかし、ある状況の下では、

所有者自身が統制することがあるし、また、監査人は、欲するのであれば、統

制をテストし、そのような統制に依拠することもできるとし（パラグラフ

14）、たとえば、所有者は、裏付け証拠を調べたうえで小切手に署名したり、

銀行勘定調整表を査閲することにより、チェックし、または事業体内の他の者

の作業を統制することがあるとした（パラグラフ15）。

その上で、以下のようなガイダンスが示されていた。多くの小規模事業体に

おいては、統制が文書化なしに行われている｡ このような場合には、監査人は

その統制が機能していたことに相当程度依拠することはできない可能性が高

い。しかし、監査人は、立会や質問によって、統制がその期間中機能していた

と考えられることを示すような準拠性テストを実施できる場合には、内部統制
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にある程度信頼を置くことができる（パラグラフ16）｡ 立会及び質問によって

得られた証拠の信頼性の評価にあたり、監査人は、「立会は、立会の時点にお

ける実施方法について信頼しうる証拠を提供するものであるが、その他の時点

における実施の方法について信頼しうる証拠を提供するものではない｣ とする

「監査基準　監査証拠」に定められた事項を考慮に入れなければならない。もっ

とも、監査人は、監査対象期間中の実施について、当該事業体において関与し

ている他の者に対する質問によって、十分な証拠を得ることができることもあ

る｡ また、所有者が休暇等で不在の間に異なった手続が実施されているかどう

かを確かめることも有用である（パラグラフ17）｡

以上に加えて、ある場合には、所有者兼経営者はさらに統制を行っても費用

に見合った効果をもたらすものではなく、内部統制の重要な問題点を識別し、

報告を行おうと試みることから得られるベネフィットはないと結論付けること

があるが、監査人は、状況を顧客と討議し、かつ、正式な、書面化された内部

統制がないことを指摘して監査を計画しているため、そのような統制が存在す

る場合のようには統制について有効にコメントできないことを確認しなければ

ならないとされている（パラグラフ18）｡

（c）との関連では、会計業務または類似の業務を実施する際に、監査人は一

定の監査目的を実現するために有用な監査証拠を入手することがあるとされた

（パラグラフ 20）｡ すなわち、たとえば、監査人が取引または残高を裏づける

ような原始証憑（たとえば、仕入送り状または支払済小切手）を吟味する、監

査人自身が計算書類に含めるための残高（すなわち、前払または発生）を計算

する、または、監査人が会計帳簿に記帳するため、取引や残高の1つまたは複

数の側面の妥当性を会計業務が直接に実証する場合である（パラグラフ 21）｡

そして、監査人によって、または、監査に従事していない監査事務所のスタッ

フによって実施された会計業務から得られる監査証拠については、会計業務か

ら得られた情報は、監査人が監査意見を基礎づけるために必要な証拠を積み上

げるために設定した 1つまたはそれ以上の目的に適合していること、会計業務

を実施するスタッフは、監査証拠を提供するためには、業務のどのような面が
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依拠の対象となるのかを明確に理解していること（これには、関連する監査目

的を知った上でなされること、たとえば、仕入送り状を扱うにあたって、購入

が有効な事業上の出費であることを確かめることを含む）、会計業務が、適切

な訓練を受け、経験を積み、熟練した者によって実施されることが重要である

とされていた（パラグラフ22）103）｡

さらに、監査を統制するために必要とされる手続の性質及びそれらが正式な

ものとされる必要のある範囲は、それらが監査事務所の組織や業務の委任の程

度によって異なるため、正確に特定できないが、会計業務は当該業務を現実に

行うスタッフ以外の者によるレビューの対象とすべきであるとされた｡ このよ

うなレビューは、とりわけ、監査証拠の源泉としても用いられる場合には、会

計業務の信頼性を評価するために必要であり、また、スタッフが十分な能力を

有し、かつ適切に監督されることを確保することにより、誤謬の可能性を減少

させるためにも必要とされるからである（パラグラフ 23）｡

会計業務から得られた監査証拠は、その業務がどのような監査目的にとって

適合的であったかを明らかにして、当該監査に関する監査調書に記録されなけ

ればならない （パラグラフ24）104）｡

たしかに、会計業務から得られる証拠が、特定の監査目的を達成するために

十分であり、かつ信頼できるものであり、会計業務が、監査人が求める保証

（assurance）のすべてを提供することもある（パラグラフ 26）｡ しかし、多く

の場合、会計業務から得られる情報は特定の目的に関連する証拠の全部または

一部を提供しない（パラグラフ 27）｡ とりわけ、会計業務は、母集団の網羅性

またはある項目の計算書類上の適切な計上額については証拠の一部を提供する
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103） 会計業務が監査目的を念頭に置いて計画されるならば、スタッフのより効率的な利用
が可能になると指摘されていた（パラグラフ22）｡

104） 監査を実施する者と異なった者が会計業務につき責任を負う場合にも、同様の原則が
適用されるが、会計業務を実施するスタッフは、監査証拠を提供するために、業務のどの
ような面が依拠されるのかを明確に理解すること、及び、実施する業務が当該監査に関す
る監査調書にどのように記録されるかについて適切な配慮を払うことが重要である（パラ
グラフ25）｡



にすぎないのが通常だからである｡ たとえば、債権の回収可能性、棚卸資産の

評価と帰属、固定資産及び投資の簿価ならびに債務の網羅性については、特別

の業務が必要となる（パラグラフ28）｡

監査人は、監査対象全期間にわたっての監査証拠を得る必要があることに留

意すべきであり、会計業務から監査証拠が得られるものの、会計業務が全期間

にわたらない場合には、残余の期間について特定の監査業務が実施されなけれ

ばならない｡ たとえば、監査人は、総括勘定を合わせるにあたって、1年の最

終月の仕入送り状のすべてを入手することができ、それらを会計業務の一環と

しての仕入日記帳と照合しても、監査人はそれ以外の期間の取引についての監

査証拠を得ることはできず、このことに留意して監査計画を立てなければなら

ない（パラグラフ29）｡

記録された取引の網羅性との関連では、監査対象となる項目の母集団につい

て監査人が実現しようとする目的の1つは、当該母集団が（監査における重要

性レベルの文脈において）網羅されている（complete）ことを確証することで

ある、とりわけ、利益、棚卸資産及び仕入高の網羅性を確証することに関心を

持つことがあるとの認識が示されている（パラグラフ30）｡

小規模事業体は、すべての取引が記録されること、たとえば、事業に起因す

るすべての収益が記録されること、を確保するために、所有者以外の者が関与

する統制を通常は有していないこと、及び、自然な結果として支配的地位を有

する所有者は、取引に密接に関与している結果、ある取引を会計記録から除外

することにほとんど困難さがないことがありうるため、とりわけ、小規模事業

体の場合に母集団の網羅性を確証しようとする際に、監査人は、特別の困難に

遭遇することがしばしばある（パラグラフ31）｡

このような虚偽表示のリスク（パラグラフ31）及び小規模事業体の特質（パ

ラグラフ 3）ゆえに、監査人は、母集団の網羅性についてどのような監査証拠

が入手可能であるかを検討しなければならない（パラグラフ 32）｡ そして、監

査人は、母集団の網羅性についての十分な監査証拠を次のように入手すること

になる（パラグラフ33）。網羅性を確保できるような内部統制が存在するなら
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ば、監査人はそれをテストし、それに依拠して、要求される実証的監査証拠の

量を削減することができ、他方、監査人が依拠できるような内部統制が存在し

ないときは、実証的テストにより証拠を得なければならない｡ すなわち、監査

人は、小規模事業体の場合だからといって、母集団、たとえば、収益の網羅性

を保証できるような内部統制が初めから存在しないものと、頭から仮定しては

ならない｡ 小規模事業体であっても、その多くは、商品の発送または役務の提

供を統制するために、何らかの形の数値ベース・システムを有しているので、

監査人には、しばしば、その数値ベース・システムの信頼性を確証し、かつ、

これらの文書から稼得収益をたどることが可能である（パラグラフ34）｡ これ

に対して、監査人が依拠しようとする内部統制が存在しない場合には、監査人

は実証的証拠のみから合理的保証をもって、網羅性を確証するという目的をみ

たすことができる｡ このような実証的証拠には、監査の対象となっている母集

団とは独立に記録された取引またはデータであって、それらから監査に有用な

データが予測または計算されるものの存在 105）、購入した商品の数量と売却し

た商品の数量との突合、目的に適合した分析的レビューにより監査人が入手で

きる証拠 106）、期末日後の取引のレビュー 107）などが含まれる（パラグラフ 35）

さらに、この監査ガイドライン（公開草案）では、網羅性についての所有者

による一般的陳述書は、監査人が網羅性の関連で必要とする証拠を一定程度与

えてくれることがあるが、必要とされる証拠のすべてを与えてくれることはな
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105） たとえば、棚卸資産の数量記録における払出しは売上収益の計上と関連する｡ そこで、
第2の母集団（たとえば、売上高の記録）について証拠を与えるものとして第1の母集団（た
とえば、棚卸資産の払出記録）を用いる前に、監査人は、第 1の母集団が網羅的であると
合理的に確信を持つ必要がある。

106） 結果が合理的な精度で予測されうるのであれば、予測的分析的レビュー手続はしばし
ば網羅性のテストの有効な手段となる｡ 予測された結果からの差異は、その他の実証的テ
ストであれば発見されなかったであろう潜在的な脱漏を表すであろう、予測的分析的レ
ビュー手続は、少なくとも 1つの変数が独立して裏付けられ、または、少なくとも所有者
による関与から独立している場合には、信頼性がより高いと指摘されていた｡ なお、分析
的レビュー手続の例は、「監査ガイドライン　分析的レビュー」に示されていた。

107） 会計期間末と監査の時点との間に経過した時間によると指摘されていた。



いであろうとされていた｡ しかし、それが、監査人が網羅性に関して全体とし

て十分な証拠を得たと結論づけることを可能にするために十分な裏づけとなる

証拠を提供する場合もあるともしていた｡ また、過年度の監査から所有者及び

小規模事業体についての知識を持つようになると、監査人は他の監査証拠の裏

づけとして経営者陳述書の信頼性を評価するための判断基準を持つことになる

とも指摘されていた（パラグラフ36）108）｡

監査報告に関連して、監査報告を行うにあたり、監査人は何らかの母集団の

網羅性についての不確定事項との関係で意見限定を行うかどうかを決定する必

要がある場合には、専門的判断を行使しなければならないとされていた｡ 監査

人が依拠することのできる 1つまたはそれ以上の統制が欠けている場合には、

監査人は監査対象の母集団が完全であると合理的に確信が持つことができるよ

うな、分析的レビューを含む実証的証拠を十分に得たかどうかを決定しなけれ

ばならない（パラグラフ 37）｡ 監査人は、依拠できる統制が存在せず、かつ、

網羅性に関し十分な分析的レビューを含む実証的証拠を得ることができないと

結論づけたのでなければ、網羅性との関係で監査報告書に限定を付すべきでは

ない｡ むしろ、大半の小規模事業体の場合、監査人は、さまざまな源泉から十

分な保証を得ることができ、この点について意見限定する必要性は生じない（パ

ラグラフ38）。

この公開草案の公表後、監査実務委員会は廃止され、監査実務審議会が設置

されたこと、すでにみたように、小会社についての監査免除が会社法改正との

関係で議論の対象となったため、監査ガイドラインの公表には至らなかった。

2）　実務ノート第13号『小規模事業体の監査』

監査実務審議会は、1995年2月に、会社法が要求しているように、財務諸表

の監査は普遍的かつ信頼できる質を有する保証を提供すべきであり、所有者が
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108） なお、「監査基準　監査報告書」のパラグラフ25から 28まで、及び、「監査ガイドライ
ン　経営者の陳述書」にもガイダンスが示されているとされていた。



経営者である会社の財務諸表監査の一般的特徴についてのガイダンスを与えら

れるべきであるという意見を表明した 109）。

そして、1996年 3月には、実務ノート 110）公開草案『中小事業体の監査』

（Auditing Practices Board（1996））111）を意見募集手続に付し、寄せられた意

見 112）を踏まえて、1997年 7月には実務ノート第 13号『中小事業体の監査』

（Auditing Practices Board（1997））を公表した。

この実務ノートは、監査基準書を連合王国及びアイルランド共和国内の小規

模事業体の財務諸表の監査に適用するにあたってのガイダンスを監査人に提供

することを目的とするものであり、この実務ノートに含まれるガイダンスは「監

査基準」及び監査基準書に含まれる説明的資料その他の資料を補足し、かつ、

それらと併せて読まれるべきであるとされていた（パラグラフ 1）。

監査実務審議会は、会社法制が大会社の財務諸表監査と小会社のそれとの間

で、監査人が表明すべき意見について差異を設けていないことから、すべての

監査は統一的（uniform）かつ信頼性のあるレベルの保証を提供するものでな

ければならないとし、すべての監査は、財務諸表作成会社の規模にかかわらず、

同じ「監査基準」に従って実施されなければならないという考え方をとるもの

中小会社の計算書類の信頼性の確保：連合王国

175

109） Auditing Practices Board（1995） paras. 4.18. なお、Auditing Practices 

 　Board（1993a）では、小会社の監査の是非にはふれないが、すべてのタイプの事業体
（entity）に適用される基準の開発において、監査実務審議会は適切な役割を果たすと述べ
られていた（para.1.7）。

110） 実務ノートは一般的に適用される「監査基準」を監査人が特定の状況及び業種に適用
するにあたっての助けとなるために公表されるものであり、命令的（prescriptive）という
よりは説得的（persuasive）なものであるが、よい実務を示すものであると位置づけられ
ている。

111） 内容を比較すると、この公開草案（そして確定した実務ノート 13）は、実質的には監
査実務委員会の監査ガイドライン『小規模事業体の監査』（公開草案）を踏まえ、それを
ブラッシュアップしたものであると評価できる。

112） 寄せられた意見は、監査基準書は普遍的に（universal）に適用することができるとい
う監査実務審議会の見解に同意するものが多く、第 2層としての小規模事業体のための「簡
素化された」「監査基準」を開発することを求める意見やそれを支持する意見は見られな
かったと監査実務審議会は述べている（Auditing Practices Board（1997）para.4）。



としたと述べた（パラグラフ3）。

とはいえ、小規模事業体の内的特徴 113）、小規模事業体とその監査人との間

の専門職業的関係 114）の性質ならびに監査チームの小規模性 115）及び小規模事業

体に影響を与える特別な法的な配慮（たとえば、小会社の財務諸表についての

会社法制における特則。パラグラフ 28）など他の要因から生ずる多くの考慮

すべき事項によって小規模事業体の監査は影響を受けるとした（パラグラフ

7）。そして、これらの考慮すべき事項が監査の実施に与える影響はまちまちで

あり、あるものは監査の効率性と実効性とを高め、顧客にとっての費用削減に

つながるという点で利益をもたらし、とりわけ、監査人が小規模事業体に提供

する会計業務の支援はしばしば監査証拠の源泉となり、監査のためにのみ必要

とされる作業の範囲を大きく減少させることがあると指摘した（パラグラフ

8）116）。その上で、この実務ノート 13は、監査基準書の適用についての注釈を、

監査基準書ごとに示していた。
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113） この実務ノートにおいて、「小規模事業体」とは、少数（多くの場合は 1人）の個人に
所有と経営が集中し、かつ、（i）収益の源泉が少なく複雑ではない活動、（ii）単純な記帳
または（iii）限られた内部統制及び経営者による無効化の可能性の1つまたは複数が認め
られるような事業体をいうとされていた（パラグラフ 11）。そして、所有と経営との集中
が監査に対して有するインプリケーションをパラグラフ12及び 13で、収益の源泉が少な
く複雑ではない活動が監査に対して有するインプリケーションをパラグラフ14及び 15で、
単純な記帳が監査に対して有するインプリケーションをパラグラフ16及び 17で、限られ
た内部統制及び経営者による無効化の可能性が監査に対して有するインプリケーションを
パラグラフ18から21で示している。

114） パラグラフ22から 26で詳論されているが、監査人がその他のサービスを被監査小規模
事業体に提供していることが通常であることに着目している。

115） パラグラフ27で詳論されている。
116） なお、パラグラフ 29では、一般的には、小規模事業体の特徴ゆえにその財務諸表の監
査可能性がなくなるというのは正しくないが、極端で例外的な状況の下で、監査人が重要
な問題に遭遇したときには、監査人は財務諸表についての監査報告に対するインパクト及
び意見不表明とする必要があるかどうかを検討することになり、そのような懸念を早期に
識別したときには、監査を受嘱するかどうかの判断に影響を与えると指摘していた。



4　2006年会社法まで

⑴　会社法改正運営グループ『枠組みの発展』

会社法改正運営グループは、会社法においては、まず小規模・私会社を念

頭に置いた規定を設け、大規模会社または公開会社についてより詳細な規定を

追加するという『戦略的枠組み』117）で示した原則（think small first）を踏まえ、

『枠組みの発展』118）において、私会社及び小規模会社についての立法的提案を

行ったが、監査免除の対象 119）とならない小規模な会社 120）について、監査に代

えて、独立専門家によるレビュー（independent professional review）を導入す

ることを提案した（パラグラフ8.29）121）。すなわち、まず、年次報告書及び計

算書類の内容を外部者が検証することには便益が認められるが、一部の小規模

会社にとっては監査のための費用がより広範な便益を上回ってしまう 122）とい

う主張には説得力があり、それは、きわめて小規模な会社にはとりわけあては

まるので、そのような会社については監査を完全に免除すべきであるとした 

（パラグラフ 8.42）123）。そのうえで、小規模会社にはあたるが、きわめて小規

模な会社にはあたらない会社についても、監査報酬はおそらく年売上高の
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117） Company Law Review Steering Group（1999）
118） Company Law Review Steering Group（2000）
119） 完全な監査免除の対象となる会社（極小会社［micro company］）は、売上高 100万ポ
ンド未満、総資産 50万ポンド未満、被用者数 25人未満という 3つの規準のうち 2つ以上を
みたす会社とされていた。

120） 小規模会社とは、売上高 480万ポンド未満、総資産 240万ポンド未満、被用者数 50人未
満という 3つの規準のうち 2つ以上をみたす会社を意味するものとされていた。この意見
募集文書では、中規模会社という概念は採用せず、大規模会社と小規模会社とに分け、さ
らに、小規模会社を極小会社とそれ以外の（小規模）会社に分けて、規律を定めることが
提案されていた。

121） ただし、1989年会社法の規定とパラレルに、小規模会社（極小会社を含む）においては、
持分の10％以上を保有する社員が要求したときは監査を受けなければならないとする規定
を設けることを提案していた（パラグラフ8.26）。また、企業集団レベルでも規準をみたさ
ないと、小規模会社あるいは極小会社にあたらないとする点も維持するものとされていた
（パラグラフ8.27）。



0.15％に及び、しかも、取締役が監査人に対応するための時間に照らして会社

に追加的な費用が生ずることから、伝統的な監査は相当な負荷となるとし、そ

のような会社についてはより低コストの監査の形態がより適切でありうるとし

（パラグラフ 8.43）、提案する監査免除の上限と下限との間の企業については、

完全な監査を受けることを要求する代わりに、より低位の保証を要求すること

を勧告するとされた（パラグラフ8.41）。完全な法定監査に代わるものはさま

ざまあり、計算書類が正しく（proper）作成されていることを単に検証すると

いう選択肢もあるが、計算書類の作成にあたって基本的な算術的な正確性を

チェックするに過ぎないのであればほとんど価値はないであろうとされ、また、

かつての監査免除報告書のような簡略化された（reduced）「監査」では計算書

類の質と正確性（veracity）について十分なレベルの保証を付与することがで

きないという結論に達したとされた（パラグラフ 8.44）。その上で、完全な監

査においては証拠の収集とそれらを調書化することが求められ、調書の作成・

整理及び保存に相当な費用を要し、それが監査報酬に転嫁されるという認識を

示し、監査人は会社の財務データの信頼性に関して受容可能なレベルの保証を

付与するために当該財務データを調べるが、このような証拠化のプロセスは含

めない保証の形態を想定することは可能であるとし、独立した専門家によるレ

ビュー（Independent Professional Review（IPR））という形態を小規模会社の

ためのそのようなプロセスとして提案した（パラグラフ 8.45）。そして、この

独立した専門家によるレビューの目的は、監査においてであれば求められるす

べての証拠を提供するわけではない手続きに基づき、財務諸表が適用される財
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122） この意見募集文書では、保証水準を高めることによる費用と便益との衡量が強調され、
たとえば、後述する独立した専門家によるレビューには（たとえば、批判や疑問を投げか
けられることから身を守るために、監査人がこの意見募集文書で提案されているより入念
な手続きを実施することにより）想定以上に費用を要するというのであれば、独立した専
門家によるレビューが要求される会社の閾値を引き上げることが適切であると指摘されて
いた（パラグラフ4.48）。

123） この意見募集文書では、100万ポンドの売上高を規準とすることが提案された（パラグ
ラフ8.23）。



務報告のフレームワークに従って作成されていないとレビュー実施者に考えさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかったかどうかをレビュー実

施者が述べることを可能にすることにあるとされていた（パラグラフ 8.46）124）。

⑵　会社法改正運営グループ最終報告書

最終報告書 125）においては、売上高が 100万ポンド以下の会社は監査その他

の形態の監査レビューを免除されるべきであるが、それ以外の小規模会社は監

査免除の対象となるが、より低位の保証形態（独立した専門家によるレビュー）

の対象とされるべきであると提案された。そして、監査実務審議会が独立した

専門家によるレビューの実地試行を実施していることに鑑み、かりに、貿易・

通商省が、その試行の結果、完全な監査に比べて十分な費用削減効果があり、

かつ、利用者が好意的に反応していると判断したときには、独立した専門家に

よるレビューは売上高が 100万ポンドと 480万ポンドとの間にある会社につい

て用いられるべきであると勧告した。他方、独立した専門家によるレビューが

受け入れられないときは、すべての小規模会社について監査も独立した専門家

によるレビューも求めないことが適切であるとした（パラグラフ 2.33）。

⑶　『独立専門家によるレビューの実地試行結果』

2001年 11月に、監査実務審議会から『独立専門家によるレビューの実地試

行結果』126）が公表された。この実施試行は『独立専門家によるレビューの実施

基準書例（Illustrative Statement of Standards for Performing an Independent 

Professional Review）』を前提として行われたものであった。
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124） Annex Fには、国際監査基準 910『財務諸表のレビュー契約』に含まれている様式に基
づき、独立した専門家によるレビューに適するレビュー報告書の様式が含められていた。
また、国際監査基準910の「実施されることがある詳細手続きの例」という付録の要約も、
独立した専門家によるレビューにおいて「中位の」保証を実現するための作業の範囲を判
断するうえでの参考として含められていた。

125） Company Law Review Steering Group（2001）
126） Auditing Practices Board（2001）



1）　『実施基準書例』

まず、財務諸表の独立専門家によるレビューの目的は、当該財務諸表が

1985年会社法及び連合王国の会計基準（すなわち、小規模企業向けの財務報

告基準）の適用される条項に従ったものとなるようにするためになされるべき

重要な 127）修正事項にレビュー実施者が気づいたかどうかについて述べること

を可能にすることを目的とするとされた（パラグラフ 3）128）。独立専門家によ

るレビューは主として（primarily）、（a）当該主体の会計記録が財務諸表にとっ

ての健全な会計上の基礎を提供するように見えるかどうかを評価するための限

定された手続きの実施 129）、（b）事業及び当該財務諸表に関する及び質問なら

びに非通例的に見える関係及び個別項目を識別するための分析的手続きの実
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127） 虚偽記載が及ぼす可能性のある影響を検討するにあたって、何が重要なのかの判断は
報告対象財務諸表に照らしてなされるものであり、提供する保証のレベルに照らしてする
ものではないとされていた（基準12）（パラグラフ39）。パラグラフ 40も参照。

128） レビュー実施者は、 独立専門家によるレビューの実施を受嘱するかどうかを検討するに
あたって , 当該業務を引き受ける能力を有することを確保するようにし、かつ、所有者、
取締役及び経営者の誠実性と会計的能力を評価しなければならず（質問によって評価する
ことがあることにつき、パラグラフ 9及び 10）、レビュー実施者は、また、任期終了前に
レビュー実施者として留任する意思があるかどうかを検討しなければならないとされた
（基準2）（パラグラフ7）。なお、レビュー実施者は、（a）当該主体を支配している者、所有
者、取締役及び経営者の身元、（b）当該主体の活動の性質、及び、（c）提案されている選
任の理由及び現任または前任の監査人またはレビュー実施者の辞任または解任の理由につ
いて質問する（パラグラフ8）。

 　また、受嘱する前に、レビュー実施者は、（a）当該主体が監査免除のすべての要件をみ
たしているかどうか、（b）当該主体の登記上の事務所に監査請求が寄せられていないかど
うか、及び、（c）10％以上の株主から監査請求がなされていることにレビュー実施者が気
付いているかどうかを検討しなければならないとされていた（基準 3）（パラグラフ 11）。以
上に加えて、独立専門家によるレビューの実施業務には、十分な訓練を受け、経験を有す
るパートナー及びスタッフがその業務の実施に関与しなければならないとされ（基準 4）（パ
ラグラフ 12。有すべき十分な訓練と経験についてはパラグラフ 13及び 14）、独立専門家に
よるレビューの実施にあたって、レビュー実施者は独立専門家によるレビューの実施に適
用される専門職業人団体の倫理基準その他関連する倫理ガイダンスに従わなければならな
いとされていた（基準5）（パラグラフ15）。



施、（c）レビュー実施者によって識別された非通例的な関係及び個別項目につ

いての主体の取締役からのもっともらしい（plausible）説明の入手、及び、（d）

レビュー結果についての報告から成るとされた（パラグラフ 4）。

そして、独立専門家によるレビューは主として（principally）は質問と分析

的手続きから成るため 130）、通常は監査の一部として実施される手続きである

（a）内部統制の評価の実施、（b）たとえば、実査、立ち合い、確認及び計算な

どによる財務諸表に具体化されたアサーションに関する裏付け証拠の入手、ま

たは、不正または違法行為の結果、財務諸表が虚偽表示されているかどうかの

検討を含まないとされ（パラグラフ 5）、レビューによることによって財務諸

表の虚偽記載を発見できないリスクが監査によるよりは大きく、したがって、

レビュー報告書が提供する保証のレベルは監査報告書が提供する合理的な保証

に比べると相当（substantially）少ないとされた。独立専門家によるレビュー

による提供される保証の限定的性質は、レビュー実施者が財務諸表に対する重

中小会社の計算書類の信頼性の確保：連合王国

181

129） 基準6（パラグラフ16）も同趣旨。独立専門家によるレビューの実効性は、当該主体の
会計記録が取引、資産及び負債を信頼できるように集約されていないと減じられるとされ、
基礎となる財務情報を収集しかつ集約する十分なレベルの会計上の能力によらない財務諸
表に基づく場合にはレビューの実効性は大幅に減じられると指摘されていた（パラグラフ
17）。そして、会計記録が財務諸表にとっての健全な会計上の基礎を提供するように見え
るかどうかを評価するための限定された手続きは付録Ⅱの No.5から No.17として例示され
（パラグラフ18）、その手続きは主として質問であり、残高のレビューや突合を含んでいた。
なお、しばしば同一の会計士が計算書類の作成を補助し、かつ、独立専門家によるレビュー
を実施するが、計算書類の作成を補助する際の手続きは財務諸表が独立専門家によるレ
ビューの実施の有効な基礎を提供しているかどうかを決定するにあたって 直截的に有用で
ある可能性が高いと指摘していた（パラグラフ19）。

130） そして、レビュー実施者は無限定のレビュー結論を表明するために追加的な証拠が必
要であると結論付けることがあるが、そのような場合には、レビュー実施者は追加的な質
問を行う、他方、裏付け証拠を入手すると業務の性質が独立専門家によるレビューから監
査に変わってしまうので、そのようにはしないとされている。そして、実行可能なら、レ
ビュー実施者が無限定の結論を表明することができるような必要な証拠を提供する追加的
な手続きを実施することをレビュー実施者は取締役に要請するとされていた（パラグラフ
45）。



要な修正の必要に気づかなかった （not being aware）という文言で表現される

こと（消極的保証）に示されているとされた（パラグラフ6）。

レビュー実施者は実効的にレビューを実施することができるように業務計画

を立案し、文書化しなければならない（原則 8）（パラグラフ 26）。計画を立案

するにあたって、レビュー実施者は主体の事業及び運営実績（当該主体の組織、

会計システム、営業上の特徴、会計原則及び実務の検討を含む）ならびにその

資産、負債、収益及び費用の性質についての知識を入手しまたは更新しなけれ

ばならない（基準9）（パラグラフ 28）。

また、レビュー実施者はレビュー報告書を裏付ける証拠を提供するうえで重

要な事項及びレビューが本基準書に従って実施されたことの証拠をその調書に

文書化しなければならない （基準10）（パラグラフ 31）131）。

独立専門家によるレビュー業務においては、当該主体の取締役ではなく、 レ

ビュー実施者がレビューの最小限の範囲を決定する責任を負うとされ（パラグ

ラフ 34）、レビュー報告書において消極的保証を表明するために、レビュー実

施者は非通例的に思われるまたはレビュー実施者の当該事業体についての知識

と整合しない関係及び個別項目を識別するための、財務諸表と前期以前の財務

諸表との比較、財務諸表と予算からみた当該主体の予想業績との比較及び売上

総利益との関係のような当該主体の経験に基づいて予測されるパターンに従う

と思われる財務情報の要素間の関係の検討を含む分析的手続きを実施し、財務

諸表が 1985年会社法及び連合王国の会計基準の要求事項に従って作成されて

いるかどうか、財務諸表の作成にあたって適用した会計方針、会計上の見積り

及び取締役が重要な判断をしたその他の事項についての根拠、財務諸表に影響

を与える可能性がある、株主総会、取締役会またはそれに相当する会議におけ

る決議について取締役に質問し 132）、これらの手続きを適用するにあたって、

前期以前において会計上の修正を必要とした類型の事項をレビュー実施者は検

討し、分析的手続きにより識別した関係または非通例的項目について取締役に

論説（弥永）

182

131） 調書については、パラグラフ32及び33に規定が設けられた。



質問し、財務諸表が 1985年会社法及び連合王国の会計基準の適用される条項

に従っているように見えるかどうかを検討するために財務諸表を通読すること

を実施することによって十分な証拠を入手しなければならないとものとされて

いた（パラグラフ 35）。これらの手続きは、財務諸表がミスリーディングとな

るような状況が存在することがあり得ることを認識しつつ、職業的懐疑心を

もって実施されなければならない（基準11） （パラグラフ 35）133）。

以上に加えて、レビュー実施者は財務諸表の修正または開示を必要とするよ

うな財務諸表日後の事象について質問 134）しなければならないが （基準 13）（パ

ラグラフ 41）、レビュー実施者はその報告書日後に生じた事象を識別するため

の手続きを実施する責任を負わないとされていた（パラグラフ 43）。

そして、レビュー実施者は入手した証拠を評価し、当該財務諸表が1985年

会社法の適用されるべき条項及び連合王国の会計基準の要求事項に従ったもの

となるようにするためになされるべき重要な修正事項にレビュー実施者が気づ

いていないという消極的保証を与えることができるかどうかどうかについて結

論を導かなければならないとされていた （基準14）（パラグラフ 44）。

レビュー報告書に報告書の宛先を特定したタイトル、レビューの対象となっ

た財務諸表を特定する導入区分、レビューの性質を説明する範囲区分（本基準
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132） なお、レビューにおいては、レビュー実施者の質問に対する取締役の説明と確認がもっ
ともらしい場合には、それらを受け入れることが含まれるため、より重要な質問に対する
回答を確認する確認書（confirmation letter）を入手することがあり、とりわけ、そのよう
な確認書は、当該主体が継続企業であるかどうかについての取締役の見解の確認に用いら
れることがあるとされていた（パラグラフ 37）。確認書の意義についてはパラグラフ 38も
参照。

133） 基準 11の要求事項をみたすために実施する手続きの例は付録 IIに含められており、取
締役に対する質問はNo.18からNo.28まで、分析的手続きについてはNo.29からNo.31まで、
通読については No.31（No.31が 2つある）から No.34までに示されている。また、独立専
門家によるレビューの実施にあたって、レビュー実施者にとって、会社法開示チェックリ
スト、FRSSE開示チェックリストその他の連合王国の会計基準のためのチェックリストが
有用であり得るとされていた（パラグラフ36）。

134） 具体的な質問内容についてはパラグラフ42。



書への言及、レビューは質問と分析的手続きに限定されている旨の記載及び監

査は実施されておらず、実施した手続きは監査に比べて低い保証を提供し、監

査意見は表明されない旨の記載）、消極的保証の形で表明されるレビュー結論、

レビュー実施者の自筆または印刷された署名及びレビュー報告書の日付 135）を

含めるべきであるとされていた（基準15）（パラグラフ46）136）。

財務諸表に対する重要な修正の必要にレビュー実施者が気づいたときは、レ

ビュー結論で、実行不可能でない限り、財務諸表に及ぼす可能性にある影響額

を含め、当該事項を述べ、かつ、（a）修正の必要を生じさせる事項の影響を除

き結論を表明することを示しつつ、消極的保証に対する除外事項を表明するか、

または（b）財務諸表をきわめてミスリーディングとしてしまうほどに修正の

必要を生じさせる事項が重要であるとレビュー実施者が結論付けたときには不

適正レビュー結論を表明しなければならない（基準 16）（パラグラフ 48）137）。

そして、重要な範囲限定があるという例外的な状況の下では、レビュー結論に

は当該限定を記載し、かつ、（a）消極的保証に対する、当該限定がなかったと

すれば必要であると判断されたであろう財務諸表に対してなされた可能性があ

る修正に関しての除外事項を表明するか、または（b）レビュー実施者がいか

なるレベルの保証も提供することができないと結論付けるほどに当該限定が及

ぼす可能性のある影響が大きく、かつ、広範である場合には、何らの保証も提
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135） 独立専門家によるレビューの日付（独立専門家によるレビュー報告書の日付は、その
読者にレビュー実施者が当該日付までに発生し、気づいていた事象または取引の効果を検
討したことを知らせるものであるとされていた（パラグラフ60）。また、パラグラフ 61も
参照）は財務諸表とともに配布するためにレビュー実施者がその報告書に署名した日付で
あるべきであるとされ、レビュー実施者の責任は取締役によって作成され提示される財務
諸表について報告することであるから、レビュー実施者はレビューの対象となった財務諸
表が取締役によって承認された日よりも前にレビュー報告書に署名し、または、そのよう
な日付を付してはならない（パラグラフ 61も参照）とされていた（基準 19）（パラグラフ
59）。

136） 付録Ⅲに無限定のレビュー結論を表明するレビュー報告書の例が含められていた。
137） 付録Ⅳには限定付レビュー結論の例が、付録Ⅴには不適正レビュー結論の例が含めら
れていた。



供しない（基準17）（パラグラフ50）。

将来の事象に関する内在的不確実性（たとえば、売掛金の回収）は、ある程

度、承認日における財務諸表の広範囲の構成要素にしばしば影響を与え、取締

役が財務諸表を承認する日においてより多くの情報を入手することによってそ

の不確実性を除去することができないときには、その不確実性の財務的効果に

関する取締役の作業仮説を反映させ、かつ、重要な場合には当該不確実性を生

じさせる状況及びそれが及ぼす可能性のある財務的効果を記載するものとされ

ていた（パラグラフ 51）。もっとも、財務諸表において適切にその事項が開示

されていれば、財務諸表にとって本質的ではない、係争中の訴訟の結果のよう

な内在的不確実性の存在ゆえにレビュー実施者が標準的なレビュー結論を修正

しなければならないということにはならない（パラグラフ 52）。他方、財務諸

表がミスリーディングになるような本質的な不確実性が存在することを示す情

報に気づいたときは 138）、レビュー実施者は当該事項に言及する説明的区分を

報告書に含めなければならず、その説明的区分は、レビュー結論とは分けて、

レビュー実施者は当該事項について意見を表明しないことを示す言葉を用いな

ければならない（基準18）（パラグラフ 53）139）。

なお、興味深いのは、会計方針の首尾一貫しない適用があっても、それが適

切に財務諸表において開示されている限り、レビュー実施者は標準的なレ

ビュー結論を修正することを要しないとされていたこと（パラグラフ 58）で

ある。また、財務諸表の各頁には、「未監査。…頁の独立専門家によるレビュー

報告書参照」と記載しなければならないものとされ（基準 20）（パラグラフ

62）、財務諸表が他の情報を含む文書、たとえば年次報告書の中に含められて

いる場合には、レビュー報告書において、そのような他の情報は独立専門家に

中小会社の計算書類の信頼性の確保：連合王国

185

138） パラグラフ 54では、不確実性の程度と財務諸表が与える概観に対する影響が非常に大
きい場合の例として、継続企業の前提に基づいて財務諸表を作成することが適切であるか
どうかについて不確実性が存在する可能性のある場合を示していた。

139） 付録Ⅵ及びⅦに根本的な不確実性を説明する説明的区分を含むレビュー報告書の例が
含められていた。パラグラフ55及び56も参照。



よるレビューの範囲外であることを明確にしなければならない（基準 21）（パ

ラグラフ62）とされていた。

2）　『独立専門家によるレビューの実地試行結果』

第 1に、会社内に会計専門家がいる場合に費用削減の可能性が最も大きくな

るが、100万ポンドから 480万ポンドの範囲で規模がより大きな会社に会社内

会計専門家が存在する可能性が高いと指摘された。そして、実地試行の結果、

会計事務所が、同じチームを用いて、顧客に会計支援を提供しているときには、

平均して約 1100ポンドの費用削減がみられたとされた。これは、12件の業務

において、前年度の監査及び会計報酬と比べると 27％の削減に相当するが、

最少では 4％の削減にしかならないのに対し、最大では 70％の削減となったと

報告されている。他方、会計事務所が会計支援を行っていない場合または他の

チームが会計支援を行っている場合には平均して約 2400ポンドの費用削減が

みられたとされ、8件の「純粋な独立専門家によるレビュー」においては、前

年度の監査報酬に比べると平均して 61％、最少で 48％、最大で 81％の費用削

減となったと報告されている。とはいえ、一部の実務従事者は、この試行は費

用削減を過大に示しているのではないかという懸念を表明していると指摘して

いた。すなわち、経験の浅いスタッフを用いないことにより実現された費用削

減は長い目で見れば持続可能ではない可能性があり、レビュー実施者が直前の

監査から得られた事業についての知識から隔離されるにつれて、時間削減の効

果が減少する可能性があるというのである。他方、実務従事者が独立専門家に

よるレビューの実施プロセスに慣れるとより削減できるという主張もあったと

されている。

もっとも、財務諸表の作成にあたって、実務従事者は、その業務を高い標準

に従って行い、その結果、計算書類の作成にあたってはある種の裏付け証拠の

入手がなされる、たとえば、在庫の棚卸の立会、債権者からの請求書の照合、

債務者に対する確認などが行われると指摘されている。このような場合には、

財務諸表の作成にあたって実務従事者が入手する証拠の量は『独立専門家によ
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るレビュー実施基準書例』によって要求されているものよりも広範であり、も

しそうであれば、監査による増分費用、その結果、独立専門家によるレビュー

による費用削減は比較的小さいかもしれないと述べられている。

第 2に、独立専門家によるレビューの実効性について、独立専門家によるレ

ビューにより財務諸表の虚偽記載を発見することはできるものの、裏付け証拠

を入手することによって監査の方がより実効的であることを示唆する調査結果

が得られた。

第 3に、『独立専門家によるレビュー実施基準書例』では、独立専門家によ

るレビューでは、裏付け証拠を入手することを禁止したため、実務従事者は、

詳細な会計情報が保存されておらず、業種データが入手不能で、かつ、予算情

報がわずかしかない小規模顧客について定められた実証的レビュー手続を実施

するにあたって困難に直面したとまず指摘されている。分析的手続きを実施す

る際に、実務従事者は、趨勢や変動について会社の取締役や職員から十分な説

明を得ることがしばしば難しく、ある場合には、質問に対する顧客の回答を誘

導しなければならなかったとされている。また、とりわけ、『独立専門家によ

るレビュー実施基準書例』が裏付け証拠を入手することを禁止していたため、

取締役の説明に依拠する範囲について実務従事者は厄介さを感じた

（uncomfortable）ともされている。そして、ほとんどすべての実務従事者はレ

ビュー報告書における消極的保証に、とりわけ、会計業務を含む実施した業務

についてのコミュニケーションの欠如に、違和感を覚えた（uncomfortable）

とされている。多数の実務従事者が独立専門家によるレビューも継続企業の前

提問題を識別する点では監査と同様の実効性が認められると考え、一部の実務

従事者は適切に実施されれば保証サービスとして意義を有すると評価したもの

の、独立専門家によるレビューを適切に実施する能力は当該業務を行う者が顧

客の事業について深い理解をもたらすために必要な技能と経験を有し、取締役

の説明に対して疑問を呈する自信を有しているか次第であるとされた。

第 4に、取締役の意見としては、多くの者は、監査免除の対象となっても、

監査人から受けているサービスに対して支払う金額に影響はないと考えている
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が、監査または独立専門家によるレビューよりも役に立つと思われるサービス

に対して支払うことが可能になるという見方も示されていた。監査または独立

専門家によるレビューを要求すべきではないという意見を持つ取締役がいる一

方で、独立専門家によるレビューでは不十分であり、監査を要求すべきである

という意見を有する者もあった。

第5に、銀行家との討議を実地試行の一環として行ったわけではなかったが、

銀行家の意見も『独立専門家によるレビューの実地試行結果』では紹介されて

おり、一部の銀行家は、不確実性について報告することを認めると修正された

レビュー意見が過度に多くなるのではないかという懸念を表明し、また、一部

の銀行家は小規模会社のコーポレート・ガバナンスの重要な構成要素として

の監査を失うことに対する躊躇を示したとされていた。また、監査免除により、

将来、資金調達を受けるために監査の履歴が必要になる可能性がある成長中の

会社にとって予見しなかった結果をもたらすことになるのではないかという懸

念も表明したともされている。さらに、財務諸表の調製については実施基準が

ないことから、未監査財務諸表に信頼を置くことに銀行家は躊躇を覚えるとさ

れている。

第6に、『独立専門家によるレビュー実施基準書例』は、国際監査基準 910『財

務諸表のレビュー業務』の要求事項に十分な（sound）会計上の基礎確保の要

求を加える一方で、無限定レビュー意見を表明するために裏付け証拠を入手す

ることを禁止したことに対し、実務従事者からは前者については賛同が得られ

たものの後者については賛同が得られなかった。分析的レビュー手続に対して

は十分に明確化（specific）されていないという批判が加えられ、分析的手続

きと取締役に対する質問の相互関係についてさらにガイダンスが必要であるよ

うに思われるとの指摘があった。「もっともらしさ（plausibility）」を実務にあ

てはめることに困難さがあり、取締役の説明がもっともらしくない

（implausible）ようにみえる場合の対応についてガイダンスがより必要である

とされた。また、レビュー報告書は過度に消極的（negative）であり、実施し

た作業の性質及び範囲を伝達できていないという指摘もあった。とはいえ、こ
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れらの点を除けば、『独立専門家によるレビュー実施基準書例』の付録Ⅱは、

独立専門家によるレビューを実施するために合理的な基礎を提供しているもの

と考えられるとの評価を示した。

⑷　2002年白書と2005年白書

監査実務審議会『独立専門家によるレビューの実地試行結果』を背景として、

2002年に、政府が議会に提出した白書 140）では、独立専門家によるレビューの

導入は法案に盛り込まれなかった。すなわち、政府は、監査実務審議会の調査

結果に照らして、すべてを考慮に入れると、独立した専門家によるレビューが

一部の会社に対する法定監査にとって代わる、価値のあるものであるかを検討

し、そうではないと判断したとされた。すなわち、実地調査に関与した者で独

立した専門家によるレビューを熱烈に支持した者はほとんどなく、むしろ、裏

付け手続きが欠けていることに対する懸念があったこと、及び、独立した専門

家によるレビューの費用は監査のそれよりも低いという証拠はあるものの決定

的でなかったことから、政府は、想定される費用と便益のバランスは、法律上、

独立した専門家によるレビューを監査の代わりにすることを正当化できる十分

な根拠とはならないという結論に達したとされた（パラグラフ 4.22）。他方で、

監査免除の閾値を 100万ポンドから 480万ポンド（当時の EC法の下での上限）

に引き上げるという会社法改正運営グループの勧告については、政府としては、

この論点を白紙から検討し、最終的な決定をする前に、さらに意見募集を行い、

2000年 7月に閾値を 35万ポンドから 100万ポンドに引き上げた効果を評価す

ることが適切であると考えるとした（パラグラフ4.23）。

その後、政府は、2005年 3月にも白書 141）を議会に提出したが、そこでは、

監査免除の対象となる閾値を売上高は560万ポンド、総資産額は280万ポンド

に、それぞれ引き上げることとされ（パラグラフ 4.10．これによって、約
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140） Modernising Company Law（July 2002）, Cm 5553

141） Company Law Reform（March 2005）, Cm 6456



69,000社が監査義務を免れることになると説明されていた）、2005年 11月 1日

に、小規模会社に対する監査要求については、これに沿った条文（454条）を

含む会社法改正案（Company Law Reform Bill）が上院に提出された。結局、

2006年会社法（c. 46）では、一定の要件をみたす小規模会社もしくは休眠会

社（480条）または公的部門監査の対象とする非営利会社（482条）を除き、

会社の年度計算書類は監査を受けなければならないとされ（475条 1項）142）、

免除の対象となる小規模会社（382条1項から6項まで）143）は、小規模会社のう

ち、当該会計年度の売上高が 560万ポンド以下であり、かつ総資産額が 280万

ポンド以下であるものとされた（477条）。

5　2006年以降の動向

⑴　『中小会社及びそのステークホルダーの必要を会計士がどのように支援す

るかのレビュー』

会計士監督審議会（Professional Oversight Board for Accountancy）は、2006

年 3月に『中小会社及びそのステークホルダーの必要を会計士がどのように支

援するかのレビュー』 （POBA（2006））を公表した 144）。この報告書では、監査
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142） ただし、監査免除は、監査が免除されている旨（475条 2項）、ならびに、小規模会社
及び休眠会社については、さらに、476条（発行済株主資本の 10％以上もしくはある種類
株式の発行済株主資本の10％を保有する株主［株主資本がない会社においては社員の10％
以上］は会社に対して監査を受けることを請求できる）に従って当該年度の計算書類の監
査を受けることを社員が会社に要求していない旨及び会計記録及び計算書類の作成に関し
て会社法の要求事項を遵守する責任を取締役が了解している旨（475条 3項）の取締役に
よる記載が貸借対照表に含められていないと認められないものとされた。

143） 売上高が560万ポンド以下、総資産額が280万ポンド以下、平均被用者数が50人以下の
3つの規準のうち 2つまたは 3つに当該会計年度及び直前年度（初めの会計年度については
当該年度のみ）に該当するもの。

144） この報告書では、2005年 4月までの 1年間に、中小会社のうち約 25％の約 260,000社が
計算書類の監査を受け、約 890,000社が監査免除を活用したと推定されていた。そして、
監査を受けた会社のうち、180,000社は監査免除を受ける適格を有していたが任意に監査を
受けたものであったと推計していた。



を受けていない会社については、職業的会計士が計算書類の作成にどのように

関与しているかが、外部からは、通常、わからないという問題意識を背景とし

て、職業的会計士の業務範囲の説明と職業的会計士の義務の明確な説明を含む

調製報告書によって、それを明確化することが望ましいとした。新たなレベル

の保証に対する利用者の関心を識別することができず、会計士監督審議会とし

ては現時点において、保証の代替的形式を導入することは混乱を招くだけであ

ると考えたため、この報告書には保証意見を全く含めないこととされていた。

また、このような報告書の使用は任意であるため、財務報告評議会ではない団

体によって開発され、実施されることが望ましいとし、そのような団体が、こ

れを合理的期間内に実現することができないときは、このアプローチは再考さ

れるべきであるとしていた。そして、会社登記局（Companies House）に計算

書類を提出する際の職業的会計士の関与の報告について明確性と安全性を高め

る必要があるとし、職業的会計士が関与したと記載されているときにはそれが

事実に合致していることについて、利用者は信頼を置くことができるべきであ

るとした。また、計算書類には、職業的会計士の関与の性質、すなわち、監査

なのか、調製報告書なのか、何らの報告書も発行されないのかを示すことがで

きるとした。その上で、職業会計士団体に対して、7つの勧告を行ったが、まず、

団体は、継続的に、職業人が小規模会社の取締役に対して、職業的会計士の職

業上の義務と提供するサービスを含め、職業的会計士の役割を明確に説明する

方法を検討すべきであるとした（勧告 1）。また、団体は、その会員が関与す

る計算書類の質を向上させる助けとなる方策を講じるべきであり、講じた方策

について会計士監督審議会に通知し、かつ、2007年4月にその方策の実効性に

ついて会計士監督審議会に対して正式に報告すべきであるとした（勧告 3）。

さらに、団体は、継続的に、監査を受けていない会社の計算書類の利用者が、

当該計算書類の作成において職業的会計士が関与した範囲及びその有用性につ

いて明確な説明を受けることができるようにする方法を検討すべきであると

し、そのために、団体は、職業的会計士の業務範囲の説明と職業的会計士の義

務の明確な説明を含む調製報告書の利用を検討すべきであるとした（勧告 6）。
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以上に加えて、団体は、将来、計算書類が電子的に提出されるようになったと

きに、職業的専門家の関与の報告について明確性と安全性を高めることができ

るように、職業人の協力を求める会社登記局からの提案を取り上げることを検

討すべきであるとした（勧告7）。

このように会計士監督審議会は、中小規模会社の監査について大会社の監査

とは異なる監査の基準を開発する可能性についても監査以外の保証サービスに

ついても言及しておらず、「監査は監査である」という発想に立脚していたも

のと推測される。

⑵　中間テクニカル・リリース AAF 03/06

イングランド・ウェールズ勅許会計士協会の監査及び保証部門は、2006年8

月に、中間テクニカル・リリース AAF 03/06『未監査財務諸表についての

ICAEWの保証サービス』（ICAEW（2006a））を公表した。AAF 03/06は限定

的保証業務を取り扱っており（パラグラフ9）、国際レビュー業務基準（ISRE 

2400）よりも、国際監査保証基準審議会の保証業務の国際的フレームワーク

（International Framework for Assurance Engagements）を下敷きとしたもので

あった（パラグラフ3）。

限定的保証業務において、会計士は、「財務諸表が真実かつ公正な概観を与

える…との取締役による確認を否定するようなことには気づかなかった」とい

う監査済でない財務諸表についての消極的形式による結論に基礎を与えるレベ

ルの保証に十分な証拠を収集しようとする（パラグラフ11）。限定的保証業務

は主として経営者及び取締役に対する質問を行うこと 145）及び財務諸表に対し

て分析的手続きを適用して、適用された会計方針が状況に照らして適当であり、

かつ、適切に開示されているかどうかどうかを評価することから成る。財務諸

表中のある残高及び開示に関連する証拠の調査（examination）を含むことが

あるが、これは、分析的手続きを実施し、経営者及び取締役に対して質問をし、

会計方針を評価した後に、財務諸表に重要な虚偽記載があるリスクを示す事項

に会計士が気付いた場合に限られる（パラグラフ 12）。監査とは対照的に、限
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定的保証業務は重要な虚偽記載のリスクの全般的評価、不正もしくは法令もし

くは規則の検討、または国際監査基準（連合王国及びアイルランド）に従って

実施される内部統制についての理解の獲得もしくはその検査を含まない。また、

財務諸表のすべての重要な領域との関係で、また、すべての関連するアサーショ

ンに関して、資料を収集することを含まない。したがって、国際監査基準（連

合王国及びアイルランド）に従って実施される監査に比べ、範囲がより狭く、

より低いレベルの保証を提供する。会計士はこれを契約書及び報告書において

明確にしなければならない （パラグラフ13）。

すなわち、会計士は、AAF 03/06に従った作業を実施する際に、主として経

営者に対する質問及び分析的手続きを実施することによって証拠を入手する

（パラグラフ 37）。そのような手続きを実施した後に、会計士が重要な虚偽記

載の重要なリスクに気づいたと考えるときは、修正が必要であるかどうかを

はっきりさせるために経営者がさらなる作業を行う必要があるかどうかについ

て、経営者と討議する。経営者に対する要請を基礎づける情報が不十分なとき

は、会計士はその結論を裏付けるために必要であると考える実証手続を含む追

加的作業を実施することがある。経営者が必要な修正をしないときは、会計士
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145） 業務の過程において、会計士は、特定の事項に関する情報及び説明を得るために、取
締役及び経営者に質問することがある。そのような質問に対する口頭の返事から生ずる誤
解は書面で確認を入手することによって減らすことができることがある。会計士は、自己
の作業のために入手可能な関連性を有する情報の完全性のようなより一般的な事項につい
ても書面での確認を望むことがある。すなわち、会計士は、その状況において必要と考え
る書面による陳述を取締役から入手する。そのような取締役による陳述には、財務諸表に
ついての取締役の責任の了解、財務記録及び当該業務のために会計士にとって入手可能と
された会議の議事録または議事録が作成されていない場合の議事要録の完全性についての
取締役の責任の了解、財務情報の基礎となる会計記録に重要な額、取引、合意または偶発
事象が正しく反映されていないことを取締役は知らないことの確認、財務諸表の修正また
は開示が必要とされる後発事象の通知、ならびに、該当する場合には、当該状況において
書面による陳述が適切であると会計士が考えるその他の事項（重要なアサーション及び取
締役の見積り、判断または事実の解釈のうちの財務情報に重要な影響を与えるものの内容
などを含む）が通常含まれる（パラグラフ44） 。



は業務を辞任するかどうかを含め、報告書または他の報告要求（たとえば、法

人税申告書の提出）に対する影響を検討する。これは、監査においては、包括

的なリスク評価に基づいて、すべての財務諸表の重要なアサーションに関して

十分かつ適切な証拠を監査人が入手するのと対照的である （パラグラフ 38）。

また、会計士は、開示チェックリストまたはソフトウェア・パッケージのよ

うな、入手可能な情報に基づいて必要な開示がなされているかどうかをチェッ

クするために利用可能な方法を検討する （パラグラフ39）146）。

会計士は業務を計画し、そうする際に、事業に関する知識を入手し、更新し、

会社の組織、保存されている会計記録のタイプ、営業上の特徴、会計原則と実

務ならびにその資産 、負債、収益及び費用の性質を検討する。会計士は、重

要な虚偽記載が存在するリスクがある領域に注意を払う必要があり、当該リス

クの範囲を評価することができるように更なる質問を計画する。しかし、包括

的なリスク評価を実施することは期待されておらず、計画のレベルは会社の会

計規則の複雑さと当該事業についての会計士の経験によって異なり得る （パラ

グラフ31）。会社の事業及び運営についての一般的な理解を得るために、会計

士は、当該会社が活動しているセクターの会計原則及び実務ならびに当該状況

において適切な会計情報の形式と内容をよく理解する。事業についての理解は、

通常、会社についての経験と会社の経営者及びスタッフに対する質問を通じて

得られる。会計士は、また、会社の事業と運営についての理解を裏付けるため

に必要であると考えられる場合には、会計記録についてのウォークスルーを実

施し、さらなる手続きを計画することがある （パラグラフ 32）。計画プロセス

の目的は実施すべきさらなる作業の性質、範囲及びタイミングをはっきりさせ

ることであり、会計士が考慮に入れる要素には、財務情報における虚偽記載の

リスクの評価ならびに会計及び報告プロセスの強度が含まれるが、それらに限

られるものではない（パラグラフ33）147）。
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146） 作業手続きについてのガイダンスは付録 Fに示されている。
147） 限定的保証業務における作業手続きについてのさらなるガイダンスは付録 Fに示され
ている。



また、会計士は、その専門家的判断に基づいて報告書の内容を裏付けるため

に重要な事項を文書化する。文書化される事項には、業務の計画と実施、財務

情報に関連して実施した手続きの性質、タイミング及び範囲ならびに達した結

論、実施した手続きから得られた証拠、判断を要するすべての重要な事項につ

いての会計士の根拠及び結論 （パラグラフ40）が、通常、含まれる。文書化の

レベルは会社の会計記録の複雑さ及び会計手続きにより、会計士の事業につい

ての経験及び他の事項が業務の過程において生じたかどうかにより、異なるこ

とがある（パラグラフ41）。

会計士の報告書は当該業務との関係でイングランド・ウェールズ勅許会計

士協会によって公表された倫理その他のガイダンスに服する 148）会計士の関与

から名宛人が安らぎを得る助けとなる。それはまた、業務の範囲及び監査から

得られる安らぎのレベルと AAF 03/06に規定された業務 149）から得る安らぎの

レベルとの違いを明確化するにあたって名宛人を支援する （パラグラフ

50）150）。

会社の非監査歴史的財務諸表についての会計士の報告書には、それが保証報

告書であることを示し、当該報告書の名宛人である者を特定し、かつ、「…へ

の独立した勅許会計士／会計士の報告書」151）という語を含む表題、会計士の結

論が示される対象となる監査済でない財務諸表を特定する導入区分、業務の条
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148） 保証業務を実施するにあたって、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会の会員で
ある会計士は、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会の倫理規則に定められた倫理ガ
イダンスに服する。倫理規則の要求事項には、とりわけ、その序文に示されている、すべ
ての専門的及び事業上の行動における基本原則を遵守することが含まれている。保証業務
を実施する場合には、倫理規則中の「保証業務のための独立性」に追加的な要求事項が定
められている。これは、監査に含まれないすべての保証業務に適用されるものであって、
国際会計士連盟（IFAC）の倫理規則に従ったものである（パラグラフ 20）。

149） AAF 03/06に従って実施される業務については、連合王国の一般に受け入れられた会計
原則の枠組みの中で取締役によって選択された会計方針が適用されるべき規準となるとさ
れ、この規準は、会計士がどのように結論に到達したかを利用者が理解し、あてはまる場
合には、それから安らぎを得る助けとなると指摘されている（パラグラフ 19）。

150） 報告書の例は付録 Eに含められている。



件に従って当該報告書が作成された旨の記載、契約書の条項及び当該業務が実

施された目的に従った名宛人に対する当該保証報告書の利用についての制約、

1985年会社法に従って真実かつ公正な概観を与える財務諸表を作成すること

が自己の責任であることを取締役が了解した旨の記載、当該業務が実施された

目的の特定、AAF 03/06に従って作業が実行された旨の記載、当該業務の遂行

において実施された作業の説明、消極的形式の意見、会計士の氏名及び署名な

らびに（「登録監査人」ではない）適切な肩書、報告書日 152）、及び、会計士に

ついての情報（事務所／会計士の氏名・名称、業務を実施した事務所の所在地）

が含められる（パラグラフ52）。

会計士の報告書は契約当事者に向けられたものであり、当該報告書の名宛人

でない者に対しては何らの義務を責任も負わない旨の免責文言を報告書に含め

る。三者間契約または多数当事者間契約においては、報告書の名宛人に当該会

社の社員や識別された第三者など、当該契約に拘束されることに合意し、その

者に対して報告すること及び注意義務を引き受けることに会計士が合意した他

の者が含まれるが（付録 E.b.i.）、 二者間契約では、報告書の名宛人は取締役の

みである（付録 E.a.i.）（パラグラフ 53）。会計士が事前に書面で同意を与えた

場合には、その会計士の保証報告書が年次株主総会において社員に提出され、

会社登記官に提出する当該年度の会社の監査を受けていない財務諸表及び取締

役報告書の写しに添付されることがある（パラグラフ54）153）。
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151） 会計士はイングランド・ウェールズ勅許会計士協会の倫理ガイダンスに従っているの
で、報告書には「独立した」会計士の報告書という表題を付すとされている（パラグラフ
51。パラグラフ20も参照）。

152） 会計士は、財務諸表日後、会計士が報告書に署名する日までの間の、財務諸表を修正
しまたは開示しなければならない可能性のある事象について質問をする。経営者に対して
なされる可能性のある質問の例には、主観的判断を含む項目または暫定的データに基づい
て処理された項目の現状、及び、財務諸表において用いられた会計方針の適切性に疑問を
投げかける可能性がある事象が発生していないかどうかが含まれる（パラグラフ42）。他方、
会計士は、報告書日後に生じた事象を識別する手続きを実施する責任を負っておらず、こ
れを契約書で明確化しようとすることがある（パラグラフ43）。



将来の事象に関する内在的不確実性が存在し、かつ、会計士が自己の結論を

裏付ける重要な証拠を入手できないときは、その不確実性が財務諸表全体に与

える影響を検討する。そのような不確実性が財務諸表において十分に開示され

ているときは、会計士は、当該不確実性を強調する説明的区分を追加し、会計

士の結論を当該不確実性区分から切り離すことによって報告書を修正すること

を検討する。そのような不確実性区分の追加は会計士の結論に影響を与えない

（パラグラフ55）154）。

AAF 03/06には限定付報告書についての規定はないが、会計士が報告書の対

象となる財務諸表の妥当性について何らかの疑いをもったときまたは範囲につ

いて重要な限定があることを識別したときは、報告書を発行せず、辞任し、自

己の氏名を当該財務諸表に関連付けることを認めないことを検討する（パラグ

ラフ 56）。また、ある状況の下で、会計士が適切と考える修正または開示が財

務諸表においてなされておらず、または財務諸表において提供されている情報

が不十分でないことがある。その結果、当該財務諸表がミスリーディングであ

ると考えたときは、会計士は報告書を発行せず、辞任し、自己の氏名を当該財

務諸表に関連付けることを認めない（パラグラフ57）。財務諸表がミスリーディ

ングであるかどうかを検討するにあたって、会計士は、財務諸表が形式上適切

であり、たとえば、財務諸表における誤分類、適用されるべき会計基準を含む

関連する法令上、規制上その他の報告上の要求事項の適用における誤り及び要

求事項からの既知の離脱の不開示、会計方針の重要な変更の不開示ならびに会

計士が気付いたその他の重要な事項の結果として明白にみえる重要な虚偽記載

がないように見えるかどうかを検討する （パラグラフ 58）。

会計士は辞任するときには、辞任の理由を説明することが（マネーロンダリ

ング法制の「内報」条項のような）法律上その他の規制上の要求事項違反にな

らない限り、通常、業務の当事者に対してそれを説明する （パラグラフ 59）。
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153） その保証報告書の例は付録 E.b.iiで示されている。
154） そのような報告書の記載は付録 E. a. iiで示されている。



なお、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会の監査及び保証部門は、

2009年 7月に『監査に代わるもの』（ICAEW（2009））という報告書をまとめ、

公表した。この報告書によると、AAF 03/06 は、監査と財務諸表の調製という

サービスに加えて、新たな保証サービスに対するニーズがあるのか、職業的判

断を行使するにあたって、実務従事者が適用する手続きにばらつきが生ずるの

ではないかという観点から、会員、監査実務審議会及び会計士監督審議会 155）

などからのかなりの懐疑的な反応にさらされたようである 156）。

結局、2013年には、AAF 03/06を廃止し、国際監査・保証基準審議会が

2012年 9月に公表した国際レビュー業務基準 2400『財務諸表のレビュー業務

（ISRE 2400（Revised） Engagements to Review Financial Statements）』との整

合性を図った AAF 09/13『歴史的財務諸表についての保証レビュー業務』

（ICAEW（2013））157）を公表した。

⑶　実務ノート26号

監査実務審議会は、2007年に実務ノート第26号『小規模事業体の監査にお

ける文書化』（APB（2007））を公表した。これは、上述したように、文書化が

監査時間ひいては監査報酬に大きな影響を与えているという認識を背景とし

て、監査における文書化にはさまざまな方法があり、1つの方法のみが受容可

能ではなく、他の文書化の方法もまた完全に受け容れられるものであることを

示したものであり、許容される文書化について例を示したものであった。その

後、国際監査基準のクラリティ・プロジェクトによる改訂を反映して、国際

監査基準（連合王国及びアイルランド）が改訂されたことをうけて、2009年

にこの実務ノートも改訂されたが 158）、2018年 6月に、原則主義的な監査基準
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155） POBA（2006）参照
156） ICAEW（2009）p.9

157） 2018年9月及び2019年3月に改訂されている。
158） ＜https://www.accountancyeurope.eu/wp‒content/uploads/Notes_for_FEE24201059949.

pdf＞



という発想に沿って廃止された 159）。

⑷　会計士団体の最近の考え方

北欧会計士連盟（NRF） が公表した小規模事業体の監査基準（SASE）に対

して、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会は、監査基準を分けること

は適切ではなく、1つの監査基準という考え方を志向している（Biebuyck 

（2015））。

また、勅許公認会計士協会は、既存の監査基準を解体する必要を回避しつつ、

監査基準設定主体は、時代遅れにならないような、将来を見据えた基準の開発

にあたって、小規模をまず考えるべきであるという発想を前提としつつ

（Gambier（2018））、『小規模をまず考える』という文書（ACCA（2018）で、「監

査は監査」という考え方に基づいて、監査基準は 1つであるべきである（unitary 

approach）としている。
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